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令和３年第１回高森町議会定例会（第１号） 

 

令和３年３月１２日 

午前１０時００分開会 

 於 議 場 

１．議事日程  

  町長あいさつ 

  開会（開議）宣告 

  日程第 １ 会議録署名議員の指名 

        ７番 立山 広滋 君 

        ８番 本田 生一 君 

  日程第 ２ 会期の決定 

       （１）会 期（８日間） 

           自 令和３年３月１２日 

           至 令和３年３月１９日 

       （２）会期及び審議の予定 

月  日 会議の種類 備  考 

３月１２日（金） 本会議 議案審議 

３月１３日（土） 休 会  

３月１４日（日） 〃  

３月１５日（月） 〃  

３月１６日（火） 本会議 一般質問 

３月１７日（水） 休 会 
総務文教常任委員会 

産業厚生常任委員会 

３月１８日（木） 〃 
議会運営委員会 

各特別委員会 

３月１９日（金） 本会議 委員長報告・採決 

日程第 ３ 諸般の報告 

日程第 ４ 議案第 ８号 高森町観光交流センターの指定管理者の指定について 

  日程第 ５ 議案第 ９号 高森町奥阿蘇物産館等の指定管理者の指定について 

  日程第 ６ 議案第１０号 高森町奥阿蘇特産品加工場の指定管理者の指定について 

  日程第 ７ 議案第１１号 芹口辺地に係る公共的施設の整備計画について 

  日程第 ８ 議案第１２号 町道の路線の廃止について 

  日程第 ９ 議案第１３号 町道の路線の廃止について 

  日程第１０ 議案第１４号 高森町報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例につ

いて 

  日程第１１ 議案第１５号 高森町手数料条例の全部改正について 



- 2 - 

 

  日程第１２ 議案第１６号 高森町部落差別等撤廃・人権擁護に関する条例の一部改

正について 

  日程第１３ 議案第１７号 高森町介護保険条例の一部改正について 

  日程第１４ 議案第１８号 高森町国民健康保険条例の一部改正について 

  日程第１５ 議案第１９号 令和２年度高森町一般会計補正予算について 

  日程第１６ 議案第２０号 令和２年度高森町国民健康保険特別会計補正予算につい 

               て 

  日程第１７ 議案第２１号 令和２年度高森町後期高齢者医療特別会計補正予算につ 

いて 

日程第１８ 議案第２２号 令和２年度高森町介護保険特別会計補正予算について 

日程第１９ 議案第２３号 令和２年度高森町簡易水道事業特別会計補正予算につい 

             て 

日程第２０ 議案第２４号 令和２年度高森町農業用水供給事業特別会計補正予算に 

ついて 

日程第２１ 議案第２５号 令和２年度高森町鉄道経営対策事業基金特別会計補正予 

算について 

日程第２２ 議案第２６号 令和３年度高森町一般会計予算について 

日程第２３ 議案第２７号 令和３年度高森町国民健康保険特別会計予算について 

日程第２４ 議案第２８号 令和３年度高森町後期高齢者医療特別会計予算について 

日程第２５ 議案第２９号 令和３年度高森町介護保険特別会計予算について 

日程第２６ 議案第３０号 令和３年度高森町簡易水道事業特別会計予算について 

日程第２７ 議案第３１号 令和３年度高森町農業用水供給事業特別会計予算につい 

             て 

日程第２８ 議案第３２号 令和３年度高森町鉄道経営対策事業基金特別会計予算に 

             ついて 

日程第２９ 休会の件について 

 

２．出席議員は次のとおりである。（９名） 

   １番  後藤  巌 君       ２番  津留 智幸 君 

   ３番  後藤 清治 君       ４番  牛嶋 津世志 君 

   ５番  後藤 三治 君       ６番  芹口 誓彰 君 

   ７番  立山 広滋 君       ８番  本田 生一 君 

  １０番  佐伯 金也 君       

 

３．欠席議員は次のとおりである。（１名） 

   ９番  田上 更生 君 
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４．地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名（１６名） 

  町 長  草村 大成 君   副 町 長  服部 信一郎 君 

  教 育 長  佐藤 増夫 君   総 務 課 長  東  幸祐 君 

  生活環境課長  後藤 健一 君   税務課長兼会計課長  田上 浩尚 君 

  健康推進課長  岩下 雅広 君   住民福祉課長  岩下  徹 君 

  建 設 課 長  荒牧  久 君   農林政策課長  後藤 一寛 君 

  政策推進課兼ＴＰＣ事務局長  今吉 輝子 さん  教育委員会事務局長  馬原 恵介 君 

  財 政 係 長  木村 允哉 君   総 務 係 長  芹口 孝直 君 

  建設課長補佐  大坪 潤司 君   教育委員会審議員  古庄 泰則 君 

 

５．本会議に職務のため出席した者の職氏名（２名） 

  議会事務局長  村嶋 立章 君   議会事務局主査  衛藤 千佳 さん 
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開会 午前１０時００分 

－－－－－－－〇－－－－－－－ 

○議長（後藤三治君）おはようございます。 

会議に先立ちまして、町長の御挨拶をお願いいたします。町長、草村大成君。 

○町長（草村大成君）おはようございます。 

令和３年第１回高森町議会定例会の開会にあたり、御挨拶を申し上げます。議員の

皆様におかれましては、大変御多忙のところ本定例会に御出席をいただき誠にありが

とうございます。 

喫緊の課題でございます全国のコロナ感染症、それに基づく対策につきましては、

緊急事態宣言の発令により、全国の新規感染者数というところは減少の方向に向いて

はおりますが、依然重症者数や亡くなられた方など引き続き高い水準にあるというふ

うに判断をいたしております。また、変異ウイルスに関しても、マスコミ等々でこれ

は課題として毎日放送があってるわけでございますが、これに関しても余談を許さな

いというところではないかというふうに考えております。 

そういう中で、４月の中旬もしくは４月の終わりぐらいからワクチンの接種が始ま

ります。高森町としましても、ワクチン接種をできるだけ早く町民の皆様に広く提供

できるよう、関係機関と連携をしながら取り組んでまいりたいというふうに考えてお

ります。 

また、後藤議長に御出席をいただきました、３月７日に新阿蘇大橋が開通をいたし

ました。まずは、国土交通省、工事関係者の皆様、そして地元の中でも地権者の皆様

に大変お世話になったと、ありがたいという言葉以外は本当に何も出ないのではない

かなと思います。 

個人的には、あの場所を決める検討委員会のメンバーに、私と当時の村長でありま

した長野敏也前南阿蘇村長さんと一緒に、最終的に検討委員会があの場所を選定いた

しました。いろんな思いがございましたが、やはり若い命を落とされました被災者の

方に、二度とそういう地震が起きても橋が壊れないように、１００パーセントではな

いができるだけ１００に近い形の新しい工法を取り入れて、国がやっていただいたの

ではないかなというふうに考えております。 
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これは、熊本地震の南阿蘇地域でのこの復旧という大きなところのアクセスという

ところに関しては、ほぼ終了をいたしました。今後、観光地、阿蘇、南阿蘇地域にと

って大きな弾みになるのではないかと考えております。 

そして、１つだけ残っておるのが、第三セクター南阿蘇鉄道の創造的復旧の実現で

あります。高森町議会議員さん全員の協力、御理解を得ながら、この全線復旧に合わ

せて熊本市都市圏までの乗り入れ整備に向けて、現在ＪＲ九州と協議を行っていると

ころでございます。議員の皆様、町民の皆様に、ぜひ変わらぬ後押しをお願い申し上

げたいというふうに思います。 

また、私個人といたしましては、これは議員さんも同じでございますが、任期の後

半をいよいよこの４月から皆さんと一緒に私も迎えるわけでございます。なお、一層

加速をするところ、それとしっかりそこで落ち着きながらやっていくことの事業実施

を図っていくつもりでございます。 

１年間でイベント等がほぼ中止になりました。そして、日頃ある企画や会議なども

リモート会議に変わりました。産業革命後の変わりがインターネットの登場、そこが

第１弾。そして、このコロナ禍の中での社会情勢、生活様式の変化というのが大きな

第２弾ではないかなというふうに考えております。 

当然、行政もそういう中で、次の世代、次の時代に向かって考えながら備えという

ことをやっていかないと、事が起きたときには時遅しというふうになると思いますの

で、しっかりそういうところはスピードを上げてまいりたいというふうに考えており

ます。今後、議員の皆様のさらなる御理解と御協力をお願い申し上げたいと思います。 

さて、本定例会では、計画の策定、指定管理者の指定、条例の制定、そして条例の

一部改正など議案９件、一般会計及び特別会計の予算に関する議案１６件を提案させ

ていただきました。御審議をいただき御決定賜りますようお願い申し上げ御挨拶とい

たします。 

○議長（後藤三治君）どうもありがとうございました。 

本日の出席議員が定足数に達しておりますので、ただいまから令和３年第１回高森

町議会定例会を開会します。 

本日の会議は、御手元に配付してあります議事日程のとおり行います。 
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なお、９番田上更生君からは入院療養中、政策推進課長補佐、村上純一君、税務課

長補佐、緒方久哉君からは、欠席届が提出されておりますので御報告いたします。 

－－－－－－－〇－－－－－－－ 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（後藤三治君）日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は、会議規則第１２５条の規定により、７番立山広滋君、８番本田

生一君を指名します。 

－－－－－－－〇－－－－－－－ 

 日程第２ 会期の決定 

○議長（後藤三治君）日程第２、会期の決定を議題とします。 

お諮りします。今期定例会の会期は、２月９日に開催されました議会運営委員会に

おいて、本日から１９日までの８日間と決定しておりますが、これに御異議ありませ

んか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（後藤三治君）異議なしと認めます。よって、会期は本日から１９日までの８日間

とすることに決定いたしました。 

－－－－－－－〇－－－－－－－ 

 日程第３ 諸般の報告 

○議長（後藤三治君）日程第３、諸般の報告を議題とします。 

１２月定例会後に行われた諸般の報告を、委員長及び監査委員からお願いします。 

まず、議会としての報告を議長が行います。 

１月１２日、阿蘇市役所におきまして阿蘇市町村議長会が開催され、令和３年度阿

蘇市町村議長会事業計画及び予算案についての報告並びに審議を行いました。令和２

年度には、御存じのとおり新型コロナの影響によりほとんどの事業、研修が取り止め

となりました。令和３年度については、阿蘇市町村全ての議会が地方創生広域連携時

代に相応しい研修、事業活動ができるよう、新型コロナの終息を祈念している旨の報

告がありました。 

１月１８日、町議会一同は、アーティストビレッジ阿蘇０９６区の施設内を視察さ
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せていただきました。施設内部は、アーティストたちのための稽古場、動画編集用ス

タジオ、収録スタジオ、漫画制作スタジオなどに加え、食品開発のためのセントラル

キッチンも備わっており、クリエイター、アーティストの育成、活動拠点に相応しい 

現代テクノロジーを取り入れた施設が完成しており、議員一同驚きと同時に、今後町

の活性化の起爆剤として株式会社コアミックスさんには大いに期待するものでありま

す。 

２月１６日、熊本地震で被災した南阿蘇鉄道の第１白川橋梁の撤去工事が始まるの

を前に、工事の安全祈願祭が立野峡谷で執り行われ、地震で被災した旧橋を撤去後、 

来年１月に新橋建設に着工、２３年３月の完成を目指して工事が進められます。 

２月１９日、熊本県町村議会議長会第７０回定期総会が開催され、令和元年度歳入

歳出決算並びに令和３年度事業計画及び歳入歳出予算の報告があり、満場一致で可決

されました。 

３月７日、国道３２５号阿蘇大橋開通式典が執り行われ、国会議員、熊本県知事等、

多くの来賓の方々及び阿蘇地域住民の悲願でもありました阿蘇大橋開通を共に喜び合

いました。当初の計画より１年４カ月ほど早い開通となり、携わっていただいた関係

機関、施工業者の皆様には心から感謝を申し上げるとともに、今後阿蘇はもとより熊

本県の経済産業、観光の架け橋として大いに期待しているところであります。 

以上をもちまして私からの報告といたします。続きまして、議会運営委員会の報告

をお願いいたします。議会運営委員長、芹口誓彰君。 

○議会運営委員長（芹口誓彰君）おはようございます。６番、芹口です。 

議会運営委員会の閉会中の継続調査事項につきまして、諸般の報告をいたします。 

令和３年第１回高森町議会定例会の開会にあたり、２月９日に委員会を開催いたしま

した。会期につきまして協議し、会期はただいま決定いただきましたとおり、３月１

２日から３月１９日までの８日間の会期とし、１６日に一般質問、１７日に各常任委

員会、１８日に特別委員会を開催することにしました。 

２回目の議会運営委員会を、３月５日に開催することとし、一般質問の通告期限は

３月５日の正午までと決定しました。次に、高森町議会タブレット端末機取扱要綱に

ついて、端末機の貸与条件、貸出期間、使用制限や使用範囲、遵守事項等について協
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議し、高森町議会タブレット端末機取扱要綱については原案のとおり制定することに

決定いたしました。 

３月５日に２回目の委員会を開催しました。一般質問の取り扱いを協議し、期限ま

でに通告があった３名の議員の質問順については、議会運営基準に基づき、通告順に

よって１番佐伯金也君、２番津留智幸君、３番後藤巌君と決定しました。なお、質問

時間は答弁時間を含め１時間であります。次に、議案の取り扱いについて協議し、議

案第８号から議案第１３号まで及び議案第１５号、１６号については、本日議案質疑

を討論採決、その他の議案につきましては各委員会に付託することに決定しました。 

以上、議会運営委員会の閉会中の継続調査活動内容報告といたします。 

○議長（後藤三治君）次に、総務文教常任委員会の報告をお願いいたします。総務文教常

任委員長、芹口誓彰君。 

○総務文教常任委員長（芹口誓彰君）６番、芹口です。 

総務文教常任委員会の、閉会中の継続調査事項に係る活動について報告をいたしま

す。２月２６日総務文教常任委員会を開催しまして、政策推進課から南阿蘇鉄道新駅

建設に関する調査結果報告について説明がありました。担当者から、高森町湧水トン

ネル公園にぎわい再生検討委員会での審議内容の報告がありました。 

また、新駅の整備案として２つの案が示され、それぞれの案の概要や事業期間、湧

水トンネルへのアクセス性、鉄道の安全性、概算事業費等について説明を受け審議し

ましたが、本件につきましては議会全員協議会でさらに審議を尽くす必要があると決

したところであります。 

次に、令和２年度の事業進捗状況について報告を受けました。南阿蘇鉄道高森駅周

辺再開発実施設計業務、エンタメ業界と連携した地域おこしプロジェクト活動状況、 

エンタメ業界と連携した新商品開発やふるさと納税返礼品拡充プロジェクトの活動状

況、第３回くまもと国際マンガＣＡＭＰや地方創生に向けて頑張る地域応援支援事業

等について説明がありました。 

また、商工観光係から新型コロナの影響によりイベント関係は軒並み中止になった

が、一方新型コロナウイルス対策として休業事業所補助金事業、商工費ゼロ事業、町

内事業所清掃事業、デリバリー支援事業、テイクアウト支援事業等に取り組んだ旨の
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報告がありました。 

まちづくり係からは、日本で最も美しい村連合の観光誘客事業で、県のスクラムチ

ャレンジ補助金を活用した南小国とのリアル宝探しイベントの状況、また老朽危険空

き家解体撤去ボランティア活動で、町内６４棟の解体が完了したと説明がありました。 

続いて、ふるさと納税の寄附状況について報告があり、１月末現在で寄附金総額は８

億３，３７４万６，０００円となり、前年比の約６倍との説明がありました。町税の

１．７倍もの金額であり驚きでございます。町長のトップセールスの賜物だと思いま

すし、あわせて職員の皆さんの御尽力に感謝をいたします。 

続きまして、総務課から令和３年度予算編成方針、また財政状況について説明を求

めました。財政係から、予算編成については、毎年１１月初めに全職員を対象として

予算の編成方針、町長の政策に係る指示事項等を示しており、特に令和３年度は草村

町政３期目の３年目となります。これまで取り組んできた政策の検証をし、政策集の

中で未着手の事業について方向性を明確化する年となることから、中長期的に安定し

た財政運営を行うため、これまで以上に将来負担を意識した財政運営を図る観点から、

事業の必要性、緊急性を精査した予算編成方針を示したと説明がありました。 

また、財政状況につき説明があり、地方債の借り入れ状況については平成２５、２

６年度に情報通信基盤整備、令和２年度には防災無線デジタル化の借り入れが増加し

た、今後高森駅周辺再開発や新規の機能的整備があれば借入額の増加が見込まれる。 

地方債の残高については、今年度で約５０億を超えているが、借入額の全額が補填さ

れる臨時財政対策債や交付税措置がある過疎債や緊防債等があり、実質的な借入額は

約１０億円未満であると説明がありました。 

委員会では、新型コロナの影響による景気等の動向次第では、地方財政の安定的な

運営にも大きな支障が生じることも懸念されますので、国の財政の動き等に特に注視

をされ、引き続き健全な財政運営にあたられるようお願いしたところであります。 

以上、委員会の閉会中の継続審議内容について報告をいたします。 

○議長（後藤三治君）次に、産業厚生常任委員会の報告をお願いいたします。産業厚生常

任委員長、佐伯金也君。 

○産業厚生常任委員長（佐伯金也君）おはようございます。まだ先が見えぬ新型コロナウ
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イルス感染症でございますが、油断せずに予防に努め、これから行われるワクチン接

種で収束に向かっていくように願っておる次第でございます。産業厚生常任委員会の

諸般の報告をいたします。 

１２月議会以降、当委員会の動きは以下のとおりでございます。１２月１８日子ど

も議会参加、１月１８日アーティストビレッジ阿蘇０９６区視察、１月２１日産業厚

生常任委員会開催、同日午後から熊本県産農畜水産物学校給食推進事業による給食の

試食会、２月１８日産業厚生常任委員会の開催でございます。 

子ども議会でございますが、私個人は阿蘇広域行政事務組合の議会運営委員会で欠

席をいたしておりますが、他の委員さん全員出席をされております。その中で、高森

中学校、高森東学園の生徒によるプレゼンテーションに新しい息吹を感じたというふ

うに、皆さんたちが新鮮な気持ちでそういうふうにお答えをいただきました。 

次に、給食試食会では馬肉の炊き込み御飯などを食べましたが、大変バランスのと

れた食事の提供をしておられるなというふうに感じました。私たちも、ああいうふう

な健康的な食事をさせていただければ、成人病等にももしかしたらかからなかったの

ではないかなというふうに思っております。今後とも、給食の現場におきましては、

子どもの健康、それぞれいろいろとバランス等を考えて、地元の農畜産物をそれぞれ

利用しながらやっていっていただきたいと思っております。 

そして、アーティストビレッジ阿蘇０９６区です。旧高森温泉館がリノベーション

されたのですが、見事に生まれ変わっておりました。まだ当時は完成しておりません

でした。コロナ禍の制限の中でありますので、なかなか工事の方も大変だったと思う

んですが、完成後にはぜひとも町民の皆様にもご覧いただけるようにお願いをしたい。

コアミックスの方にも、担当の方にそういうふうにお願いをした次第でございます。 

それでは、委員会の開催の件でございますが、産業厚生常任委員会は４課を所管し

ております。１回の委員会で、２課ずつ開催をさせていただいております。１月の委

員会におきましては、農林政策課と健康推進課を審議いたしております。２月は、住

民福祉課と建設課というふうに分けておりますので、それぞれの内容を報告しますが、 

その内容についても課長並びに補佐、係長、それぞれの担当の職員が参加をいたして

おります。事業の進捗状況、結果などそれぞれ皆さん方と熱心に議論を重ねました。 
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今回の委員会より、令和２年第５回高森町議会臨時会で承認されたタブレットパソ

コンを使わせていただいております。職員の方たちには、大変面倒くさいようなお手

伝いをしていただきましたが、今後は頻繁に委員会でそれを使わせていただきながら、

徐々にこのタブレット端末機の使い方においても慣れていきたいと。出来れば定例議

会等でもそれが使えるように、私たちも頑張っていきたいというふうに思っておりま

す。 

まず、農林政策課でございますが、営農型太陽光発電整備計画について説明を受け

ました。新たなエネルギー対策事業と農業をマッチングさせ、効率的活用を目指すも

ので、分かりやすく言えば太陽光パネルの下に農作物を作るというようなやり方でご

ざいます。太陽光運営会社と営農者が、共に利益があるシステムになれば、新規就農

者獲得への道筋にもなるのではないかというふうな事業であります。新たな取り組み

でございますので、委員会としましては農業の新規就農、また農業で品目をいろいろ

と考えておられる方の対応等も考えながら、環境面等のチェックもしながら進めてい

ければなと、それに対応していければなというふうに意見が出されておりました。 

次に、健康推進課でございますが、第８期高森町高齢者福祉計画及び介護保険事業

計画保険料推計について報告がございました。現状では、前年度同様の保険料で賄え

る予想範囲でございますが、必要保険料月額は増加傾向にございます。健康診断も含

め、日頃の積極的予防により抑えていく努力が必要であるのではないかというような

意見が出されておりまして、皆さん方それは当然のことというふうに一致をいたして

おります。本年も健康診断等がございますが、より一層の町民の皆さん方の受診をお

願いしていかなければならないというふうに自覚をした次第でございます。 

次に、住民福祉課でございますが、新型コロナウイルスワクチン接種体制について

の説明がございました。町長の方から冒頭お話があったとおり、速やかにスピーディ

ーに、皆さん方に接種をしていかなければならないというふうに思っておられるとい

うことでありました。テレビ等をご覧になれば分かられると思いますが、まだまだ未

確定なことが多い中で、接種計画を立てる難しさや実際にワクチンがいつどれだけ入

ってくるか分からない状況で、体制の構築を進めていくということの報告を受けてお

ります。申込、受付、接種、経過措置までシミュレーションして、必要人員や会場な
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どを確定していくように意見を出しております。全国で接種が始まっておりますけれ

ども、地方に来れば少し遅れるような気もいたしますが、スピーディーにスムーズに

皆さんたちが接種できるようにお願いをいたしております。 

最後になりますが、建設課より高森町管内道路網再編計画の検討手順の説明、評価

対象路線予定の報告がございました。集落の状況や家屋の有無、通行の可否をはじめ

とし、各施設へのアクセス、将来へのネットワークなどを加味いたしまして、見直し

候補路線や区間を抽出していました。また、見直しによる維持管理コストの軽減も同

時に出されております。あとは、地域への説明をしっかり行って、御理解いただくよ

うにというふうに申し入れをいたしております。この件につきましては、先般全員協

議会等におきましても、再編計画の中に出ておる路線等の説明を建設課の方からして

いただいた次第でございます。 

それぞれ、年度が変わる今の時期に委員会を開催いたしました。新年度に対して予

算編成をされておる時期に、各課の担当の皆さん方には委員会のために時間を空けて

いただいたことに感謝を申し上げます。今後、今回の議会で提案されております令和

３年度の予算がそれぞれで審議をなされますけれども、町民のため皆さん方の福利厚

生、生活のために、当委員会におきましても細やかに委員会を開催しながら、身近な

委員会運営に心がけていきたいと思っております。今後、ワクチン等で開催に制限さ

れることも出てくるかもしれませんけれども、町民の皆さん方にも期待を持たれる委

員会運営をしていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

これで委員会の報告を終わります。大変ありがとうございました。お世話になりま

した。 

○議長（後藤三治君）次に、議会広報特別委員会の報告をお願いいたします。議会広報特

別委員長、牛嶋津世志君。 

○議会広報特別委員長（牛嶋津世志君）おはようございます。議会広報特別委員会委員長

の４番牛嶋です。 

議会広報委員会の諸般の報告をさせていただきます。議会広報絆第８０号の編集に

つきまして、令和２年１２月定例会の最終日に御報告を申し上げましたが、令和３年

１月７日に第１回の委員会を開催いたしました。以後２回の委員会を開き、２月２日
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に全世帯へ発送をいたしました。 

議会広報絆第８０号の表紙には、旧高森温泉館からモデルチェンジした、アーティ

ストビレッジ阿蘇０９６区を正面から撮影した写真を掲載いたしました。今回の内容

といたしましては、１２月定例会での主な補正予算の事業概要と議案に対する主な質

疑応答、一般質問が５名の議員からありましたのでその内容と各常任委員会からの報

告、２名の町民の方の声を掲載させていただきました。 

また、令和２年第４回臨時議会及び第５回臨時議会で可決されました補正予算の事

業を、写真やイラストを使って掲載しております。その他にも、高森高校生の初めて

の議会傍聴の紹介、また高森東学園、高森中学生による子ども議会の様子、議会で阿

蘇０９６区内の施設を視察した時の模様も掲載しております。裏表紙に、１１月１２

日に町村議会広報研修会が開催されました。その研修に４人参加しております。その

中で、審査員の先生から過去の広報に対しての高森町議会広報の良い面、また手直し

等が必要な指摘事項等がいくつかございましたので、そのことも紹介しております。 

こういう研修会で学んだことを活かして、次回からの広報づくりに努めていきたい

と思います。町民の皆様が、手に取って読んでいただくような分かりやすい議会広報

を今後も作っていきたいと思いますので、どうか議会広報に目を通していただくよう

にお願いしたいと思います。以上で、議会広報特別委員会の諸般の報告といたします。 

○議長（後藤三治君）次に、監査委員の報告をお願いいたします。監査委員、立山広滋君。 

○監査委員（立山広滋君）おはようございます。７番、立山です。 

監査委員から諸般の報告を申し上げます。１月１９日及び２月２４日に例月出納検

査を実施しましたので、結果を御報告申し上げます。一般会計、特別会計の出納状況、 

基金運用状況等を古庄代表監査委員と監査したところ、いずれも適正に処理されてお

りましたので御報告いたします。 

また、１月２６日から２月４日まで定期監査を実施し、各課局の担当から令和２年

度歳入歳出の執行状況の説明を受けました。今回の定期監査で思いますのは、いずれ

の課・局も新型コロナウイルスの影響により、会議・協議会等の中止、イベント、祭

り等もほとんどが中止となり、そのため旅費や報償費、消耗品等のほとんどが未消化

となっていました。担当課、係におかれましては、大変苦労されたと思いますが、最
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終的には不用額を極力出さないよう補正等により精査するよう助言をいたしました。 

今後も、まだまだ大変な状況下でありますが、適正な予算執行に努められるよう祈

念いたしまして監査委員からの報告といたします。 

○議長（後藤三治君）以上で諸般の報告を終わります。 

－－－－－－－〇－－－－－－－ 

 日程第４ 議案第８号 高森町観光交流センターの指定管理者の指定について 

○議長（後藤三治君）日程第４、議案第８号、高森町観光交流センターの指定管理者の指

定について議題とします。本案について提案理由の説明を求めます。政策推進課長、

今吉輝子さん。 

○政策推進課長（今吉輝子さん）おはようございます。 

議案第８号で御提案いたしました、高森町観光交流センターの指定管理者の指定に

つきまして、提案理由を御説明申し上げます。 

本議案は、高森町観光交流センター条例第１０条第２項の規定により、観光交流セ

ンターの管理を指定管理者に行わせる場合で、町長が特別の事情があると認めたとき

は指定管理の選定を行うことが出来るという条文に則り、今回高森町観光協会を指定

管理者として指定するものであります。 

議案をご覧ください。対象施設は、高森町観光交流センター、指定管理者となる団

体の名称は高森町観光協会会長、村上誠治氏です。次に指定の期間といたしましては、

令和３年４月１日から令和４年３月３１日までとなります。指定管理者を指定する場

合には、地方自治法第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を経る必要があ

るためこの議案を提案するものでございます。 

以上、今回御提案しております内容につきまして説明申し上げましたが、御審議い

ただき御決定賜りますようお願いいたしまして説明を終わります。 

○議長（後藤三治君）提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。質

疑はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（後藤三治君）質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 
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［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（後藤三治君）討論なしと認めます。 

これから、議案第８号、高森町観光交流センターの指定管理者の指定について採決

します。本案については、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（後藤三治君）異議なしと認めます。したがって、議案第８号、高森町観光交流セ

ンターの指定管理者の指定については、原案のとおり可決されました。 

－－－－－－－〇－－－－－－－ 

 日程第５ 議案第９号 高森町奥阿蘇物産館等の指定管理者の指定について 

○議長（後藤三治君）日程第５、議案第９号、高森町奥阿蘇物産館等の指定管理者の指定

について議題とします。本案について提案理由の説明を求めます。生活環境課長、後

藤健一君。 

○生活環境課長（後藤健一君）おはようございます。 

議案第９号で提案いたしました、高森町奥阿蘇物産館等の指定管理者の指定につき

まして、提案理由を御説明申し上げます。 

本議案は、高森町奥阿蘇物産館条例第１１条及び高森町奥阿蘇キャンプ場条例第１

１条の規定により、施設の管理を指定管理者に行わせる場合で、町長が特別の事情が

あると認めるときは指定管理の選定を行うことができるという条文に則り、今回有限

会社甲斐商店を指定管理者として指定するものであります。 

議案をご覧ください。対象施設は、高森町奥阿蘇物産館と高森町奥阿蘇キャンプ場

でございます。指定管理者となる団体の名称は、有限会社甲斐商店、代表取締役甲斐

一郎氏でございます。次に指定の期間といたしましては、令和３年４月１日から令和

４年３月３１日までの１年間です。指定管理者を指定するには、地方自治法第２４４

条の２第６項の規定により、議会の議決を経る必要があるためこの議案を提案するも

のであります。 

以上、今回提案いたしております内容について御説明申し上げましたが、御審議い

ただき御決定賜りますようお願いいたしまして説明を終わります。 

○議長（後藤三治君）提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。質
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疑はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（後藤三治君）質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（後藤三治君）討論なしと認めます。 

これから、議案第９号、高森町奥阿蘇物産館等の指定管理者の指定について採決し

ます。本案については、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（後藤三治君）異議なしと認めます。したがって、議案第９号、高森町奥阿蘇物産

館等の指定管理者の指定については、原案のとおり可決されました。 

－－－－－－－〇－－－－－－－ 

 日程第６ 議案第１０号 高森町奥阿蘇特産品加工場の指定管理者の指定について 

○議長（後藤三治君）日程第６、議案第１０号、高森町奥阿蘇特産品加工場の指定管理者

の指定について議題とします。本案について提案理由の説明を求めます。生活環境課

長、後藤健一君。 

○生活環境課長（後藤健一君）議案第１０号で提案いたしました、高森町奥阿蘇特産品加

工場の指定管理者の指定につきまして、提案理由を御説明申し上げます。 

本議案は、高森町奥阿蘇特産品加工場条例第１１条の規定により、施設の管理を指

定管理者に行わせる場合で、町長が特別の事情があると認めるときは指定管理の選定

を行うことが出来るという条文に則り、有限会社ヴルスト阿蘇を指定管理者として指

定するものであります。 

議案をご覧ください。対象施設は、高森町奥阿蘇特産品加工場でございます。指定

管理者となる団体の名称は、有限会社ヴルスト阿蘇、取締役中村敏治氏でございます。 

指定の期間は、令和３年４月１日から令和４年３月３１日までの１年間です。指定管

理者を指定するには、地方自治法第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を

経る必要があるためこの議案を提案するものであります。 

以上、今回提案しております内容について御説明をいたしましたが、御審議いただ
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き御決定賜りますようお願いいたしまして説明を終わります。 

○議長（後藤三治君）提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。質

疑はありませんか。１０番、佐伯金也君。 

○１０番（佐伯金也君）１０番、佐伯でございます。 

特産品加工場につきましては、設立当時からこの会社がずっと管理をいたしており

ます。商品については、主にハム、ソーセージ、ウインナー等を作っていただいてお

るようであります。 

今高森町で、年間有害鳥獣として駆除されるイノシシ、シカ等の数を考えたときに、

ただこれを殺処分して埋めるといった処分だけではなくして、個人的にその肉が付き

合いのある人たち、お友達等に配られてはいるんですが、やはり各地域でもこれが商

品化されているところがあるんですね。ジビエ料理、ジビエ加工ということで。 

当然、例外ではなく高森町も今後これを考えていかなければならないわけなんです

が、この特産品加工場、半分は草部の皆さんたちがそこで取れたものを利用して加工 

されたもの、２次製品を作られる商品開発もされておったわけで、現在その商品開発

がどういう状況になっておるかという報告も受けておりませんから分かりません。参

考のためにそれもお聞かせいただきたい。 

それと、この加工場において今後ジビエ料理の資格を取って、ここでイノシシ、シ

カの肉の加工なり、販売なりというものも考えていけないことはないような気がしま

す。また新たな施設をつくるなんていうばかなことは考えないで、この施設を利用す

る。実際、生肉のいろんな加工用の機械はまだ入ってて使えるはずです。中には使え

なくなっておるのもあると思うんだけども、大半使えるものもあると思います。 

ですから、畜産物として考えれば、有害鳥獣対応の加工場にしていくことも私は可

能性としてはあるのではないかなと思っておりますが、その点についてその可能性は

あるかないか誰か詳しい方お聞かせください。よろしくお願いします。 

○議長（後藤三治君）生活環境課長、後藤健一君。 

○生活環境課長（後藤健一君）１０番、佐伯議員の御質問にお答えいたします。 

まず、特産加工場の状況と商品開発の状況はどうなっているかということで御質問

がございました。この加工場自体は、そこの地域で住んでらっしゃる方々が新たな特
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産品の加工物を作りたいと、開発を目的として、その目的開発の場として建設された

のが当初の目的でございました。現在、そこで生産されているものとしましては、お

菓子のかりんとうを生産されておられます。 

一方、最近になりまして、草部の菅山地域の皆様方が味噌をぜひ作りたいというこ

とと、棚田で出来たお米を余すところなく使いたいので、それを活用した形でどうに

か味噌づくりができないかということで、今地元の方で各団体さんがいろいろな形で

味噌づくりをされているのが主な状況でございます。この味噌の加工については、他

地域についてもぜひ一緒に作ってみたいということで今されております。 

ただ１点、あそこの施設はあくまでも商品開発の場としての加工場の提供というこ

とでございますので、本格的に販売などするような場合は、別途その専用の施設を作

って、そこで保健所の許可を得て営業という形になっていくかと思います。いずれに

しましても、加工品を開発するというのは大変ないろんな努力が伴ってくると思いま

すが、生活環境課としては、そのきっかけとなるべく加工場をぜひもっと使っていた

だけたらありがたいと思います。 

また、施設内部につきまして、一部まだ修理等が必要なところも今のところござい

ます。次年度予算でもそれをまた計上いたしておりますので、どうかその辺も御加味

いただいて御協力のほどよろしくお願いいたします。ジビエ関係については、私の方

はそれほど詳しくございませんのでその点は割愛させていただきます。 

○議長（後藤三治君）農林政策課長、後藤一寛君。 

○農林政策課長（後藤一寛君）おはようございます。農林政策課の後藤でございます。１

０番、佐伯議員の御質問にお答えしたいと思います。 

現在の特産品加工施設が、ジビエ料理に使えるかということでよろしいかと思いま

すが、ジビエにつきましては寄生虫等が体内にあることから、かなり処理に関しては

厳しい規制がございます。そういった点から考えますと、現在の既存の施設では非常

に難しいものがあろうかと思っております。 

これは私の私見になりますけれども、現在県南で出来てる施設につきましては、か

なり精度の高いものが施設として出来ております。それにつきましては、かなり高額

の補助事業等を使ってらっしゃる件を１つ確認しております。それともう１つは、移
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動式のスーパーみたいなものを改良した車で、その現場で解体して処理ができるとい

うものを確認しております。私個人的な思いとしては、その移動処理ができる自動車

型のものを入れた方が、ジビエとして有効性はあるのではないかと思っております。 

しかしながら、ジビエの市場性を見てみますと、このコロナ禍で東京においてショ

ップがございますが、そちらの方にかなり激減しております。全国からの肉の提供が

ですね。やっぱり根強いファンもいらっしゃるんですが、一方で回避される方もいら

っしゃるという現状もございます。県内においても、ジビエのフェアなどもありまし

たけれどもなかなか伸び悩んでおります。そういった諸々の対策が必要かと思ってお

りますので、全てトータル的な取り組みを今後考える必要があるのではないかという

ふうに考えております。以上でございます。 

○議長（後藤三治君）１０番、佐伯金也君。 

○１０番（佐伯金也君）１０番、佐伯です。 

奥阿蘇特産品加工場の建設については、私も議員になりたての頃から進んでおって、

奥阿蘇物産館、キャンプ場とセットでなっておりました。当時は、いろいろと地域の

方たちも頑張って作っておられた、いろんなものを作っておられたというふうに思っ

ております。加工場の方も、この指定管理をずっと継続してされてるわけですが、こ

の方が外国の方に行かれてこれが良いというような機材を、高価なものを入れてやっ

ていただいておるわけですね。 

その当時からすると、私が平成３年から議員してるわけだから、途中中間抜けてま

すけども、４年か５年ぐらいだったと思うんですね。おそらく、議長も担当しておら

れた奥阿蘇物産館建設に対しては、地元の職員として対応されてたと思いますから、

その時の思いというのはなかなか薄れません。この奥阿蘇特産品加工場、物産館、キ

ャンプ場、これは地域の皆さんたちの１つのやっぱり将来の戦略的な拠点であったわ

けですね。 

ですから、この加工場あたりではより先進的なものを加工していただいて、それを

商品化して奥阿蘇物産館で販売していただくということです。今、インターネットが

進んでおるから、インターネットによって全国、世界各地にいろんなものが送り届け

られる。要するに、知らせることができるということでお客様は広がるわけなんです
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が、ただ農林政策課長が言ったとおり、ジビエ、ジビエと言っても私も牛肉と豚肉派

です。わざわざ豚肉の代わりにイノシシの肉を食べなくてもいいんですよ。牛肉の代

わりに鹿肉を食べなくてもいいんですね。 

しかしながら、やはり根強い顧客もいらっしゃるものだから、その方たちに対して

有害鳥獣として駆除されたものをただ捨てるのではなくして、利用する方法としてど

うするかということで、経費の面、設置の面いろんな面があると思います。今後この

加工場の利用について、もうこれからすると建築後３０年になります。おそらく建物

自体もかなり老朽化してきておる。 

そういう中で、この建物をどうするかという議論が必ず生まれてきます。その時期

に、どこでもやってるような商品を作っているようならば、おそらくもう解体して無

くしてしまえという形になってしまうと思います。でも、ここにしかないものを作っ

ておるということになれば、残そうという声が出てくると思います。 

ですから、その将来的なことも考えた中で、今度指定管理を受けられる方と将来の

戦略というものも協議した中で、ただ単にここを管理してくださいだけではだめです

よ。今後どうしていくのかということも協議した中で、やっていただけるようにお願

いをしておきたいと思います。以上です。 

○議長（後藤三治君）ほかに質疑はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（後藤三治君）質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（後藤三治君）討論なしと認めます。 

これから，議案第１０号、高森町奥阿蘇特産品加工場の指定管理者の指定について

採決します。本案については、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（後藤三治君）異議なしと認めます。したがって、議案第１０号、高森町奥阿蘇特

産品加工場の指定管理者の指定については、原案のとおり可決されました。 

お諮りいたします。しばらく休憩したいと思いますが、御異議ございませんか。 
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［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（後藤三治君）１１時１０分から再開したいと思います。 

－－－－－－－〇－－－－－－－ 

休憩 午前１１時００分 

再開 午前１１時１０分 

－－－－－－－〇－－－－－－－ 

○議長（後藤三治君）休憩前に引き続き会議を行います。 

－－－－－－－〇－－－－－－－ 

 日程第７ 議案第１１号 芹口辺地に係る公共的施設の整備計画について 

○議長（後藤三治君）日程第７、議案第１１号、芹口辺地に係る公共的施設の整備計画に

ついて議題といたします。提案理由の説明を求めます。政策推進課長、今吉輝子さん。 

○政策推進課長（今吉輝子さん）議案第１１号で御提案いたしました、芹口辺地に係る公

共的施設の整備計画について御説明いたします。 

この整備計画は、事業実施に伴い必要となる財源の確保に関するものでございまし

て、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置に関する法律第３条

の規定に基づき、御提案するものでございます。今回の整備計画は、町道の整備の変

更に係るものであり、この法律に基づく事業につきましては辺地債の借り入れが可能

となりますとともに、元利償還金の８０パーセントが普通交付税の基準財政需要額に

算入されることとなり、町財政にとりましても大変有利なものとなります。 

総合整備計画書をご覧ください。町道の変更の内容につきましては、計画書にあり

ますように町道男原線の道路改良を行うものです。整備を必要とする事情としまして

は、緊急車両等の通行を確保し、地域住民の生命財産を守るために早急に道路改良を

行う必要があり、施設別の年次計画につきましては次ページの計画表のとおりでござ

います。 

また、場所につきましては、次のページの芹口辺地総合整備計画図のとおりでござ

います。なお、今回提案の条件となります熊本県の計画の同意につきましては、令和

３年１月１４日付けで同意を得たところでございます。 

以上、今回御提案しております内容につきまして御説明申し上げましたが、御審議
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いただき御決定賜りますようお願いいたしまして説明を終わります。 

○議長（後藤三治君）提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。質

疑はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（後藤三治君）質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（後藤三治君）討論なしと認めます。 

これから、議案第１１号、芹口辺地に係る公共的施設の整備計画について採決しま

す。本案については、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（後藤三治君）異議なしと認めます。したがって、議案第１１号、芹口辺地に係る

公共的施設の整備計画については、原案のとおり可決されました。 

－－－－－－－〇－－－－－－－ 

 日程第８ 議案第１２号 町道の路線の廃止について 

 日程第９ 議案第１３号 町道の路線の廃止について 

○議長（後藤三治君）日程第８、議案第１２号及び日程第９号、議案第１３号、町道の路

線の廃止について議題とします。本案については、一括して提案理由の説明を求めま

す。建設課長、荒牧久君。 

○建設課長（荒牧久君）おはようございます。 

議案第１２号及び議案第１３号は、関連がありますので一括して提案理由の御説明

を申し上げます。 

まず、議案第１２号の町道蔵地２号線は、起点が大字野尻字初馬谷１１１１番８地

先、終点大字野尻字初馬谷１０８６番４地先となっておりまして、道路延長が１４２

メートルとなっております。次に、議案第１３号の町道蔵地３号線は、起点が大字野

尻字初馬谷１１１２番１地先、終点が大字野尻字初馬谷１１２５番５地先となってお

りまして、延長が１４８．３メートルとなっております。 

２路線とも、県道津留・柳線の改良に伴う町道の払い下げ路線でありまして、令和
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元年１２月９日に町道として認定されております。県道の残地路線でありまして、交

通の往来もほとんどない状況であります。町道の廃止につきましては、道路法第１０

条第３項の規定により、議会の議決を経る必要があることから今回提案したものでご

ざいます。 

以上、町道の廃止について御説明いたしましたが、御審議いただき御決定賜ります

ようお願い申し上げ提案理由の説明とさせていただきます。 

○議長（後藤三治君）提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。質

疑はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（後藤三治君）質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（後藤三治君）討論なしと認めます。 

これから、議案第１２号及び議案第１３号、町道の路線の廃止について採決します。

本案については、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（後藤三治君）異議なしと認めます。したがって、議案第１２号及び議案第１３号、 

町道の路線の廃止については、原案のとおり可決されました。 

－－－－－－－〇－－－－－－－ 

 日程第１０ 議案第１４号 高森町報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例につい 

  て 

○議長（後藤三治君）日程第１０、議案第１４号、高森町報酬及び費用弁償条例の一部を

改正する条例について議題とします。本案について提案理由の説明を求めます。総務

課長、東幸祐君。 

○総務課長（東幸祐君）おはようございます。 

議案第１４号、高森町報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例について、提案

の理由を御説明いたします。 

今回の条例改正は、農業委員の年間報酬を引き上げる改正でございます。新旧対照
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表をご覧ください。まず、会長につきましては、１８万９，２００円を２０万２，０

００円、１万２，８００円の増額でございます。副会長につきましては、１７万８，

２００円を１９万２，０００円、１万３，８００円の増額でございます。委員につき

ましては、１７万５００円を１８万２，０００円、１万１，５００円をそれぞれ増額

しております。 

改正の理由といたしましては、阿蘇郡市内で農業委員さんの報酬が、高森町が１番

低いということから改正に至ったものでございます。この件に関しましては、平成３

１年２月に農業委員報酬の見直しに係る審議会が開催され決定されたところでござい

ます。予算につきましては、令和元年から予算に反映をさせているところでございま

す。あわせて条例の改正をすべきでしたが、改正がなされておりませんでしたので、

今回提案をしております。 

今後はこのようなことがないように、関係各課と情報の共有を密に図りながら取り

組んでまいりますので、何とぞ御理解をいただきまして、御審議御決定賜りますよう

お願い申し上げまして提案理由の説明といたします。よろしくお願いします。 

○議長（後藤三治君）提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。質

疑はありませんか。１０番、佐伯金也君。 

○１０番（佐伯金也君）１０番、佐伯です。 

この件について、議会としても何も言わないわけにはいきませんので、一言述べさ

せていただきたいと思います。 

特別職の皆さん方は、それぞれ半分以上ボランティア精神でいろいろな町の行政事

務に携わっていただいております。今、総務課長が述べたとおりの理由で、当時報酬

等が値上げをされておったんだと思いますが、その報酬についての予算設定は農林政

策課、当然農業委員会でありますから。この条例の改正については総務課なんですね。 

昔言ってたことが私ありました。予算に絡む条例について、条例改正が先かそれと

も予算措置が先か、どっちが正しいかという話を昔よくしてたんですね。今回、それ

が顕著に表れたいい例であったと思います。予算措置と同時にこの条例改正もすべき

であったと思いますが、それがなされなかったためにこういうふうなことになりまし

た。 
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私たち議会も、これは監視ができてなかったなと思って反省をいたしております。

よく行政は縦割りだと言われますが、これこそやっぱり横の連携を密にしていると発

生しなかったわけでございますから、総務常任委員会で十分この顛末等について議論

していただいて、今後こういうことが発生しないように十分な審議をしていただきた

いと思っております。私ども議会の反省も踏まえた中で、よければ総務常任委員会の

方へ付託のほどよろしくお願いをいたします。以上です。 

○議長（後藤三治君）ほかに質疑はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（後藤三治君）質疑なしと認めます。 

お諮りします。本案は総務文教常任委員会に付託したいと思います。御異議ありま

せんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（後藤三治君）異議なしと認めます。したがって、議案第１４号は総務文教常任委

員会に付託することに決定しました。 

－－－－－－－〇－－－－－－－ 

 日程第１１ 議案第１５号 高森町手数料条例の全部改正について 

○議長（後藤三治君）日程第１１、議案第１５号、高森町手数料条例の全部改正について

議題とします。本案について提案理由の説明を求めます。総務課長、東幸祐君。 

○総務課長（東幸祐君）議案第１５号で提案いたしました、高森町手数料条例の全部を改

正する条例について提案の御説明を申し上げます。 

本条例は、地方自治法第２２７条の規定に基づき、特定の者のためにする事務につ

いて徴収する手数料について定められているものでございます。本町では、本年２月

２２日からコンビニ交付サービスの導入実証事業を行っており、従前からお知らせし

ておりますとおり本年４月１日から本稼働をすることになっております。現在、住民

票の交付手数料は、世帯全員の写しが４００円、世帯の一部の写しが２００円になっ

ております。コンビニで住民票を交付する場合は、それぞれ手数料設定が困難である

ために、今回世帯全部と一部の交付手数料を３００円に統一するものでございます。 

また、今回住民票の交付手数料の変更にあわせまして、その他の各種証明類の交付
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に係る手数料についても見直しを行ったところでございます。手数料については、２

００円から３００円に改めるものでございます。今回の改定につきましては、近隣の

市町村の手数料の状況を勘案しまして設定をしておるところでございます。 

以上、主な内容について御説明申し上げましたが、御審議いただき御決定賜ります

ようお願いいたしまして提案の説明といたします。 

○議長（後藤三治君）提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。質

疑はありませんか。１番、後藤巌君。 

○１番（後藤巌君）１番、後藤です。 

手数料の改定ということですが、議会として議員として１つお尋ねいたします。結

局全部手数料見直すというところで、実際に例えば住民の方たちに１００円ほど上げ

ることによって、行政に入ってくる金額がどれだけ変わって、どれだけ例えば年間上

げることによって収入というか、いわゆる手数料収入が上がってくるのかという部分。

それと、実際に住民の方たちが、上げることでどれだけ例えばサービスの向上などが

受けられるのか。 

そして、今の説明では若干私も分からないんですけども、上げることの目的が抜け

てるような気がします。例えば、先ほどコンビニから取れるというふうな説明があり

ましたが、それに対する例えば今後の運用コスト等に反映されるなど、そういう説明

をもしあるならばしていただきたいと思います。以上です。 

○議長（後藤三治君）総務課長、東幸祐君。 

○総務課長（東幸祐君）ただいまの１番議員の質問にお答えします。 

きっかけは、コンビニエンスストアでの交付でございます。それをきっかけで、あ

わせて見直しをしたというところでございます。見直しをしましたところ、それぞれ

の市町村がほぼ３００円という形になっておりますので、それに合わせたというのが

現状でございます。年間にいたしますと、約５５万円の収入アップになるところでご

ざいます。 

それに対する費用効果と申しますが、それは今から先いろんな交付につきましてコ

ンビニ、郵便局等もございますので、調整して出来るだけあらゆるところでサービス

が提供出来るような仕組みを作っていきます。コンビニあるいは郵便局で交付になり
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ますと、当然手数料の分を町が支払うようになるわけですが、そこだけを高くすると

いうわけにいきませんので、料金自体を均等にしましてできるだけ幅広いサービスを

するというのが目的でございます。以上でございます。 

○議長（後藤三治君）１番、後藤巌君。 

○１番（後藤巌君）これは、私たち産業厚生常任委員会でも一度住民福祉課から説明を受

けて、住民福祉課の場合は約２０万という話が出ました。先ほど総務課長が話されま

したけども、私は基本的に他の町村と比べるというところでの上げるという部分につ

いては、個人的にはあんまり承諾しかねるというか、高森はやっぱり高森のやり方で

この設定をしたというような流れで、町民の方には説明していただきたいのかなと思

います。 

ですので、ＴＰＣなどもございますから、先ほど課長が答弁された郵便局、コンビ

ニで取れるとなれば、当然そこに係る手数料などもかかってくるということをきちっ

と説明した上で、この手数料の変更というところを住民福祉課や税務課などいろんな

ところに絡む話ですから、住民の方に説明をしていただけたらと思います。私の方か

らは以上です。 

○議長（後藤三治君）ほかに質疑はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（後藤三治君）質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（後藤三治君）討論なしと認めます。 

これから、議案第１５号、高森町手数料条例の全部改正について採決します。本案

については、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（後藤三治君）異議なしと認めます。したがって、議案第１５号、高森町手数料条

例の全部改正については、原案のとおり可決されました。 

－－－－－－－〇－－－－－－－ 

 日程第１２ 議案第１６号 高森町部落差別等撤廃・人権擁護に関する条例の一部改正 
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              について 

○議長（後藤三治君）日程第１２、議案第１６号、高森町部落差別等撤廃・人権擁護に関

する条例の一部改正について議題とします。本案について提案理由の説明を求めます。 

住民福祉課長、岩下徹君。 

○住民福祉課長（岩下徹君）こんにちは。 

議案第１６号で御提案いたしました、高森町部落差別等撤廃・人権擁護に関する条

例の一部を改正する条例について、提案説明を申し上げます。 

本条例は、深刻にして重大な社会問題であります部落差別をはじめ、あらゆる差別

の撤廃と人権擁護に関し町の施策及び町民の責務等について定められており、平成７

年３月に制定されたものでございます。その後、平成２８年に差別解消に関する三法 

が施行されたこと、また熊本県においても部落差別解消推進条例が昨年６月に改正さ

れておりまして、このようなことを受け今回条例改正するものでございます。 

主な改正内容につきましては、新旧対照表で御説明をいたします。新旧対照表の１

ページ目をお開き願います。まず、第１条の目的でございますけれども、先ほど申し

上げました差別解消三法、具体的には障害者差別解消法、ヘイトスピーチ解消法、そ

して部落差別解消推進法、これら三法が施行されたことに伴いその法律名を明記し目

的としたものでございます。 

続きまして２ページ目をお開きください。第５条におきまして、町の相談体制の整

備を追加しております。これは、国の部落差別解消推進法において地方公共団体の体

制整備について明記されていることから、今回追加するものでございます。 

主な改正内容につきましては以上でございますが、条例整備もさることながら、町

といたしましては人権侵害に関わるあらゆる差別問題の早期解決を図り、全ての方の

人権が尊重され安心して暮らせるまちづくりに向け今後も取り組んでまいります。な

お、今回の条例改正につきましては、同条例に規定しております審議会の委員の皆様

にも御審議いただき、御承認いただいていることを申し添えます。 

以上、改正内容について御説明申し上げましたが、御審議いただき御決定賜ります

ようお願い申し上げて提案説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（後藤三治君）提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。質
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疑はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（後藤三治君）質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（後藤三治君）討論なしと認めます。 

これから、議案第１６号、高森町部落差別等撤廃・人権擁護に関する条例の一部改

正について採決します。本案については、原案のとおり決定することに御異議ありま

せんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（後藤三治君）異議なしと認めます。したがって、議案第１６号、高森町部落差別

等撤廃・人権擁護に関する条例の一部改正については、原案のとおり可決されました。 

－－－－－－－〇－－－－－－－ 

 日程第１３ 議案第１７号 高森町介護保険条例の一部改正について 

○議長（後藤三治君）日程第１３、議案第１７号、高森町介護保険条例の一部改正につい

て議題とします。本案について提案理由の説明を求めます。健康推進課長、岩下雅広

君。 

○健康推進課長（岩下雅広君）こんにちは。 

議案第１７号で御提案申し上げました、高森町介護保険条例の一部改正につきまし

て、提案理由の御説明をいたします。 

令和２年度末までとする第７期高森町高齢者福祉計画、介護保険事業計画の期間満

了に伴いまして、介護保険料率並びに保険料額の適用期間を第８期事業計画の期間に

改めるため、高森町介護保険条例の一部を改正するものでございます。地方自治法第

９６条第１項第１号の規定により、議会の議決を経る必要があるため提案するもので

ございます。 

新旧対照表をお開きください。今回の一部改正で、ここに記載してあります次期計

画の第８期高森町高齢者福祉計画、介護保険事業計画の期間であります、令和３年度

から令和５年度までの３箇年に期間を改めるものでございます。なお、第８期計画に
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よる介護保険料の改定を行わず、現在の保険料額を据え置くとする計画案について、

広く意見を求めるパブリックコメントを既に実施しております。最終的には、３月末

までに高森町高齢者福祉計画、介護保険事業計画推進委員会にお諮りいたしまして、

決定をする予定でございます。 

以上、御説明申し上げましたが、御審議の上御承認いただきますようお願いいたし

まして説明を終わります。 

○議長（後藤三治君）提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。質

疑はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（後藤三治君）質疑なしと認めます。 

お諮りします。本案は産業厚生常任委員会に付託したいと思います。御異議ありま

せんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（後藤三治君）異議なしと認めます。したがって、議案第１７号は産業厚生常任委

員会に付託することに決定しました。 

－－－－－－－〇－－－－－－－ 

 日程第１４ 議案第１８号 高森町国民健康保険条例の一部改正について 

○議長（後藤三治君）日程第１４、議案第１８号、高森町国民健康保険条例の一部改正に

ついて議題とします。本案について提案理由の説明を求めます。健康推進課長、岩下

雅広君。 

○健康推進課長（岩下雅広君）議案第１８号で御提案申し上げました、高森町国民健康保

険条例の一部改正につきまして、提案理由の御説明をいたします。 

令和３年２月３日に成立し２月１３日に施行されました、国の新型インフルエンザ

等対策の改正特別措置法などにより、新型コロナウイルス感染症がこの特措法の中で

新型の感染症に明確に位置づけされることになったため、高森町国民健康保険条例の

一部を改正するものでございます。地方自治法第９６条第１項第１号の規定により、

議会の議決を経る必要があるため提案するものでございます。 

新旧対照表をお開きください。改正の内容といたしまして、新型コロナウイルス感
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染症が附則第１条の２に規定されていたものが、単体の感染症として明記される改正

となっております。なお、現在海外での感染が確認されておりまして、国内において

も関東、関西地域などで感染が確認されております、変異ウイルスもこれに含まれる

こととされております。 

以上、御説明申し上げましたが、御審議の上御承認いただきますようお願いいたし

まして説明を終わります。 

○議長（後藤三治君）提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。質

疑はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（後藤三治君）質疑なしと認めます。 

お諮りします。本案は産業厚生常任委員会に付託したいと思います。御異議ありま

せんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（後藤三治君）異議なしと認めます。したがって、議案第１８号は産業厚生常任委

員会に付託することに決定しました。 

－－－－－－－〇－－－－－－－ 

 日程第１５ 議案第１９号 令和２年度高森町一般会計補正予算について 

○議長（後藤三治君）日程第１５、議案第１９号、令和２年度高森町一般会計補正予算に

ついて議題とします。本案について提案理由の説明を求めます。町長、草村大成君。 

○町長（草村大成君）議案第１９号で御提案いたしました、令和２年度高森町一般会計補

正予算第１５号について御説明を申し上げます。 

今回の補正は、令和２年度の年度末を控え、歳入歳出全般にわたって補正をするも

のでございます。歳入歳出それぞれ７，９２６万６，０００円を減額し、予算の総額

を７４億５８４万８，０００円とするものでございます。 

２ページをお開きください。歳入予算の主なものについて御説明をいたします。第

１款町税につきましては、現時点での収入見込み額を２，２５６万４，０００円増額

いたしました。続きまして、第１５款国庫支出金、第１６款県支出金につきましては、 

各事業の決定通知や確定見込により調整を行うものでございます。 
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続きまして３ページをご覧ください。１９款繰入金につきましては、財政調整基金

を２億３，９０８万５，０００円減額いたしました。これにより、補正１５号までの

財政調整基金からの繰入金は、約３，６００万円になります。第２２款町債につきま

しては、新型コロナウイルス感染症に係る減収補填債、国の補正予算に伴う道路整備

に係る地方債を新たに２つ追加いたしました。また、県との協議の中で減額が必要と

なった地方債等の補正も行っておりまして、今年度借り入れ予定といたしまして総額

７億８，１２１万３，０００円となります。 

４ページをお開きください。歳出全般にわたりまして、必要経費の最終見込みによ

り主に減額補正をしておりますが、一部追加の補正もしております。６ページをお開

きください。第２表の繰越明許費補正につきましては、年度内の完了が見込めない事

業について翌年度へ繰り越すものでございます。 

７ページをご覧ください。第３表債務負担行為補正につきましては、２５項目を追

加いたしております。この内１番から１０番までにつきましては、令和３年度の１年

分を計上いたしております。１１番目以降の項目に関しましては、それぞれの期間に

係る限度額を計上したものでございます。 

８ページをご覧ください。第４表地方債補正につきましては、先ほど申し上げまし

たとおり３つの地方債を新たに追加いたしまして、県との協議により６つの地方債の

借入限度額を変更いたしております。追加となりました新しい地方債につきましては、

概略を御説明申し上げます。 

まず、減収補填債についてですが、普通交付税の算定に用いる収入の見積りは、年

度途中での収入見込額を基に算出をしておりましたが、普通交付税の決定後に一部の

税目について実際の収入額が見込額を下回った場合に、市町村に不利益が生じないよ

うにその差を補填するために発行する地方債で、１００パーセント交付税措置がなさ

れます。 

通常は、課税実績との乖離が生じた場合は、後年度に交付税で精算する制度が用い

られておるために、高森町では長年減収補填債を発行することがありませんでした。

今年度につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響による全国的な税収の減少

に伴い、今年度限りの措置として減収補填債の対象税目が拡充されたわけでございま
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す。 

また、今回減収補填債を発行しない場合は精算制度が適用されないため、高森町に

おきましても現在見込まれる減収分として、９４０万円を借り入れ限度額として追加

をしたところでございます。実際の税収が固まれば、こちらについては借り入れが必

要かどうかも判明するものとなるわけでございます。 

続きまして、防災減災国土強靱化緊急対策債につきましては、今回歳出で追加して

おります、国の補正３号により実施する道路整備事業に充当するものになります。こ

れは、国の経済対策に係る地方債になりますので補正予算債という取り扱いになり、

通常借り入れるよりも交付税措置等について嵩上げがなされます。 

今回につきましては、通常であれば充当率１００、そして交付税措置率が５０パー

セントの地方債となるわけでございますが、特別措置として残りの５０パーセント、 

交付税措置額の５０パーセントの地方債の残りの分につきましても、全国ベースでは

全額普通交付税の単位費用として措置されることとなっております。ただし、団体ご

との措置額は算定が困難なために、資料には計上いたしておりません。 

最後に３つ目でございますが、一般事業債につきましては、こちらも道路整備事業

に充当するものになります。今、１つ前に申し上げました防災減災国土強靱化緊急対

策債と同様に、補正予算債という取り扱いになります。通常であれば、充当率が７５

パーセントの地方債になりますが、特別措置として充当率が１００パーセントに嵩上

げされます。交付税措置はございませんが、国庫補助対策事業費を超えるいわゆる継

ぎ足し単独分について借り入れる予定として今回補正をしており、事業費の確定に伴

いこれも借り入れが必要かどうか判明をいたします。 

以上、今回提案しております補正予算について概要を御説明いたしましたが、御審

議をいただき御決定賜りますようお願いいたしまして説明を終わります。 

○議長（後藤三治君）提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。質

疑はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（後藤三治君）質疑なしと認めます。 

お諮りします。本案は各常任委員会に付託したいと思います。御異議ありませんか。 
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［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（後藤三治君）異議なしと認めます。したがって、議案第１９号は各常任委員会に

付託することに決定しました。 

－－－－－－－〇－－－－－－－ 

 日程第１６ 議案第２０号 令和２年度高森町国民健康保険特別会計補正予算について 

○議長（後藤三治君）日程第１６、議案第２０号、令和２年度高森町国民健康保険特別会

計補正予算について議題とします。本案について提案理由の説明を求めます。健康推

進課長、岩下雅広君。 

○健康推進課長（岩下雅広君）議案第２０号で提案いたしました、令和２年度高森町国民

健康保険特別会計補正予算第４号につきまして、提案理由を御説明いたします。 

予算書の１ページをお開きください。今回の補正は、既定の予算から１億６３９万

円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ１０億１，０６５万５，０００円とする

ものでございます。 

４ページをお開きください。第２表債務負担行為補正で４項目を追加しております。

これら全ての項目については、令和３年度の１年分の限度額を計上したものです。 

歳入予算の主なものについて御説明申し上げます。７ページをお開きください。第

１款国民健康保険税につきましては、第１目一般被保険者国民健康保険税を３，７３

５万３，０００円減額、続いて第２目退職被保険者等国民健康保険税を２０万７，０

００円減額しております。いずれも、直近の保険税賦課及び収納率を勘案しまして、

算出して見込んだものでございます。 

８ページをお開きください。第５款国庫支出金第２項第７目国民健康保険災害臨時

特例補助金を、３９万９，０００円増額しております。こちらは、３月末日までを期

限とする、新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税の減免措置の申請が見込

まれる、約４件分の補助金を計上しております。続きまして、第６款県支出金第１項

第１目保険給付費等交付金を、７，２６２万８，０００円減額しております。医療費

に係る普通交付税でございます。第１０款第１項第１目一般会計繰入金を、総額で７

５７万６，０００円減額しております。 

続いて９ページをお開きください。第１２款第４項雑入として、総額で１，１４６
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万６，０００円増額しております。この内、第５目一般被保険者返納金につきまして

は、国民健康保険から他の健康保険への異動手続きが遅れていたために、過去２年分

の保険給付費について、国民健康保険団体連合会による保険者間調整で返還された分

を計上しております。 

続きまして、歳出予算の主なものについて御説明申し上げます。１０ページをお開

きください。第１款総務費については、それぞれ不用額を減額しております。続きま

して１１ページをお開きください。第２款保険給付費第１項第１目一般被保険者療養

給付費を、５，８００万円減額しております。続きまして、同款第２項第１目一般被

保険者高額療養費を、１，３２７万８，０００円減額しております。 

１２ページをお開きください。第２款第４項第１目出産育児一時金を、２５２万円

減額しております。令和２年度で４件分の支出となる見込みです。１３ページをお開

きください。第６款第２項第１目の特定健康診査等事業費で、６２１万４，０００円

減額しております。続いて１４ページをお開きください。第１０款予備費につきまし

ては収支の調整を行っております。 

以上、今回提案しております補正予算の主なものについてその概要を御説明いたし

ましたが、御審議いただきまして御承認賜りますようお願いいたしまして説明を終わ

ります。 

○議長（後藤三治君）提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。質

疑はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（後藤三治君）質疑なしと認めます。 

お諮りします。本案は産業厚生常任委員会に付託したいと思います。御異議ありま

せんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（後藤三治君）異議なしと認めます。したがって、議案第２０号は産業厚生常任委

員会に付託することに決定しました。 

－－－－－－－〇－－－－－－－ 

 日程第１７ 議案第２１号 令和２年度高森町後期高齢者医療特別会計補正予算につい 
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              て 

○議長（後藤三治君）日程第１７、議案第２１号、令和２年度高森町後期高齢者医療特別

会計補正予算について議題とします。本案について提案理由の説明を求めます。健康

推進課長、岩下雅広君。 

○健康推進課長（岩下雅広君）議案第２１号で提案いたしました、令和２年度高森町後期

高齢者医療特別会計補正予算第４号につきまして、提案理由を御説明申し上げます。 

予算書の１ページをお開きください。今回の補正は、既定の予算から３７２万８，

０００円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ１億１，４４２万６，０００円と

するものでございます。 

歳入予算の主なものについて御説明申し上げます。６ページをお開きください。第

１款第１項後期高齢者医療保険料について、広域連合から示されました３月末日まで

の納付見込み額により、総額で２４４万１，０００円減額しております。 

続きまして、歳出予算の主なものについて御説明申し上げます。７ページをお開き

ください。第２款第１項第１目後期高齢者医療広域連合納付金につきましては、歳入

予算の保険料と同額に広域連合から示されました見込み額により、２４４万１，００

０円を減額しております。第３款第１項第１目健康診査費につきましては、健康診査

及び歯科口腔検診業務委託料について不用額を減額しております。 

以上、今回提案しております補正予算について概要を御説明いたしましたが、御審

議の上御承認いただきますようお願いいたしまして説明を終わります。 

○議長（後藤三治君）提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。質

疑はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（後藤三治君）質疑なしと認めます。 

お諮りします。本案は産業厚生常任委員会に付託したいと思います。御異議ありま

せんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（後藤三治君）異議なしと認めます。したがって、議案第２１号は産業厚生常任委

員会に付託することに決定しました。 
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お諮りします。しばらく休憩したいと思いますが、御異議ございませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（後藤三治君）午後は１時から再開いたします。 

－－－－－－－〇－－－－－－－ 

休憩 午前１１時５８分 

再開 午後 １時００分 

－－－－－－－〇－－－－－－－ 

○議長（後藤三治君）休憩前に引き続き会議を行います。 

－－－－－－－〇－－－－－－－ 

 日程第１８ 議案第２２号 令和２年度高森町介護保険特別会計補正予算について 

○議長（後藤三治君）日程第１８、議案第２２号、令和２年度高森町介護保険特別会計補

正予算について議題とします。本案について提案理由の説明を求めます。健康推進課

長、岩下雅広君。 

○健康推進課長（岩下雅広君）議案第２２号で提案いたしました、令和２年度高森町介護

保険特別会計補正予算第４号につきまして、提案理由を御説明申し上げます。 

予算書の１ページをお開きください。今回の補正は、既定の予算から１，２４９万

５，０００円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ１０億５，０９０万７，００

０円とするものでございます。 

４ページをお開きください。第２表債務負担行為補正で３項目を追加しております。 

これら全ての項目については、令和３年度の１年分の限度額を計上したものです。 

続きまして、歳入予算の主なものについて御説明申し上げます。７ページをお開き

ください。第３款第２項第１目調整交付金につきまして、実績見込みにより２５４万

８，０００円減額しております。また、同款項第３目地域支援事業交付金につきまし

ては、新型コロナウイルス感染症の影響による介護予防事業等の事業費減として、１

６９万１，０００円を減額しております。 

８ページをお開きください。第４款第１項第１目介護給付費交付金につきましては、

４０歳から６４歳の医療保険分の実績見込みにより５０８万７，０００円を減額し、

第２目地域支援事業支援交付金で１０２万３，０００円を減額しております。 
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続きまして、歳出予算の主なものについて御説明申し上げます。１０ページをお開

きください。第２款第１項第１目介護サービス等諸費につきましては、高額介護及び

住宅改修等の介護サービスに係る給付費の実績見込みにより、７２６万円を減額して

おります。 

１１ページをお開きください。第２款第２項第１目介護予防サービス諸費につきま

しては３００万円を減額いたしまして、次の第５款第１項第１目介護予防生活支援サ

ービス事業費の第１２節委託料で、２３３万４，０００円減額しております。 

続きまして１２ページをお開きください。第６款第１項第１目介護給付費準備基金

積立金につきまして、１，０００万１，０００円を基金積立金として計上しておりま

す。第８款予備費につきましては、収支の調整を行っております。 

以上、今回提案しております補正予算について説明いたしましたが、御審議の上御

了承いただきますようお願いいたしまして説明を終わります。 

○議長（後藤三治君）提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。質

疑はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（後藤三治君）質疑なしと認めます。 

お諮りします。本案は産業厚生常任委員会に付託したいと思います。御異議ありま

せんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（後藤三治君）異議なしと認めます。したがって、議案第２２号は産業厚生常任委

員会に付託することに決定しました。 

－－－－－－－〇－－－－－－－ 

 日程第１９ 議案第２３号 令和２年度高森町簡易水道事業特別会計補正予算について 

○議長（後藤三治君）日程第１９、議案第２３号、令和２年度高森町簡易水道事業特別会

計補正予算について議題とします。本案について提案理由の説明を求めます。建設課

長、荒牧久君。 

○建設課長（荒牧久君）議案第２３号で御提案いたしました、令和２年度高森町簡易水道

事業特別会計補正予算第５号について、御説明申し上げます。 
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今回の補正は、歳出予算のみで予算調整を行っており、その主なものとしましては

一般管理費の補正を計上しております。６ページをお開きください。第１款水道費の

一般管理費におきましては、１０節の光熱水費につきまして、本年１月までの実績を

基に１７０万円減額しております。修繕料につきましては、１月、２月の寒波により

緊急修繕が多発いたしました関係で、本来計画しておりました芝原配水池のポンプ修

繕に予算の支障を来すため、２１０万円を計上しております。 

委託料では、メーター検針委託、前原水源地の設計業務委託の入札残による減額で

ございます。工事請負費につきましても、前原水源の工事請負費の入札残による減額

でございます。公課費の４２万１，０００円につきましては、消費税の計算による増

額を計上しております。予備費におきましては予算調整を行っております。 

以上、今回提案しております補正予算につきまして御説明いたしましたが、御審議

いただき御決定賜りますようお願い申し上げ提案理由の説明とさせていただきます。 

○議長（後藤三治君）提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。質

疑はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（後藤三治君）質疑なしと認めます。 

お諮りします。本案は産業厚生常任委員会に付託したいと思います。御異議ありま

せんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（後藤三治君）異議なしと認めます。したがって、議案第２３号は産業厚生常任委

員会に付託することに決定しました。 

－－－－－－－〇－－－－－－－ 

 日程第２０ 議案第２４号 令和２年度高森町農業用水供給事業特別会計補正予算につ 

              いて 

○議長（後藤三治君）日程第２０、議案第２４号、令和２年度高森町農業用水供給事業特

別会計補正予算について議題とします。本案について提案理由の説明を求めます。建

設課長、荒牧久君。 

○建設課長（荒牧久君）議案第２４号で御提案いたしました、令和２年度高森町農業用水
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供給事業特別会計補正予算第４号について、御説明申し上げます。 

今回の補正は、歳出予算のみで予算調整を行っており、その主なものとしましては

管理費を計上しております。６ページをお開きください。１０節需用費につきまして

は、４６１万８，０００円と大幅な減額をしております。これは、水利組合の皆様方

の節水に対する御協力と、水道係のこまめな水量調整の結果が顕著に表れたものとな

っております。２款予備費におきましては、増額により予算調整を行っております。 

以上、今回提案しております補正予算につきまして御説明いたしましたが、御審議

いただき御決定賜りますようお願い申し上げ提案理由の説明とさせていただきます。 

○議長（後藤三治君）提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。質

疑はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（後藤三治君）質疑なしと認めます。 

お諮りします。本案は産業厚生常任委員会に付託したいと思います。御異議ありま

せんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（後藤三治君）異議なしと認めます。したがって、議案第２４号は産業厚生常任委

員会に付託することに決定しました。 

－－－－－－－〇－－－－－－－ 

 日程第２１ 議案第２５号 令和２年度高森町鉄道経営対策事業基金特別会計補正予算 

              について 

○議長（後藤三治君）日程第２１、議案第２５号、令和２年度高森町鉄道経営対策事業基

金特別会計補正予算について議題とします。本案について提案理由の説明を求めます。

政策推進課長、今吉輝子さん。 

○政策推進課長（今吉輝子さん）議案第２５号で御提案いたしました、令和２年度高森町

鉄道経営対策事業基金特別会計補正予算第２号につきまして、提案理由を御説明申し

上げます。 

１ページをお開きください。今回の予算は、第１条で既定の予算から歳入歳出それ

ぞれ９４万９，０００円を減額し、予算の総額を歳入歳出それぞれ５，３６０万円と
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するものでございます。 

６ページをお開きください。歳入予算につきまして御説明申し上げます。第１款財

産収入第１目利子及び配当金につきまして、実績により自治体基金利子を３万６，０

００円減額いたしました。第２款繰入金につきまして、基金繰入金として鉄道軌道安

全輸送設備等設備事業分の国及び県補助金確定により、９１万３，０００円を減額い

たしました。 

続きまして、７ページ歳出予算につきまして御説明申し上げます。第１款事業費第

１目鉄道経営対策事業費１８節負担金補助及び交付金につきましては、基金繰入補助

金として９１万３，０００円を減額しております。内容の主なものにつきましては、

枕木交換などの実績によるものです。２４節積立金、３万６，０００円減額いたしま

した。これは、自治体基金利子の確定によるものです。 

以上、今回御提案しております補正予算について御説明いたしましたが、御審議い

ただき御決定賜りますようお願いいたしまして説明を終わります。 

○議長（後藤三治君）提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。質

疑はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（後藤三治君）質疑なしと認めます。 

お諮りします。本案は総務文教常任委員会に付託したいと思います。御異議ありま

せんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（後藤三治君）異議なしと認めます。したがって、議案第２５号は総務文教常任委

員会に付託することに決定しました。 

－－－－－－－〇－－－－－－－ 

 日程第２２ 議案第２６号 令和３年度高森町一般会計予算について 

○議長（後藤三治君）日程第２２、議案第２６号、令和３年度高森町一般会計予算につい

て議題とします。本案について提案理由の説明を求めます。町長、草村大成君。 

○町長（草村大成君）議案第２６号で御提案いたしました、令和３年度高森町一般会計予

算について御説明を申し上げます。 
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１ページをお開きください。今回提案しております歳入歳出予算の総額は、５３億

２，４００万円となっております。 

７ページをお開きください。第２表債務負担行為につきましては、複数年にかけて

歳出が見込まれるものについて期間と限度額を設定するものでございます。 

続きまして８ページをお開きください。第３表地方債につきましては、令和３年度

に実施予定の各事業につきまして、起債限度額を２億５，８６０万円に設定いたしま

した。借り入れの主な理由といたしましては、道路事業、河川事業関係の経費に係る

ものになります。 

続いて予算の概要について御説明を申し上げます。今回当初予算ですので、予算書

とは別に当初予算概要書と、主な事業について取りまとめた別紙、さらに今回はふる

さと納税を活用して実施する事業に特化した、ふるさと納税の別紙もお配りをいたし

ました。時間の都合上割愛させていただくところもありますが、概要書の主な部分に

ついて御説明をいたします。 

まずは、当初予算の編成にあたってをお開きください。本町の財政状況は、財政調

整基金が約１５億円になるなど、近年比較的に安定している状態でございます。しか

しながら、これまで減少を続けていた公債費は、情報通信基盤整備事業、光ブロード

バンドや災害復旧などの地方債元金償還が本格化することから、今後は増加に転じて

いくことになります。その他、南阿蘇鉄道の上下分離やＪＲ豊肥線への直接乗り入れ

にかかる経費など、今後も多くの費用が発生することが現時点では見込まれておりま

す。 

また、新型コロナウイルス感染症の継続的な予防対策や、その他の災害等にも迅速

にスピード感を持って対応するため、各施策に必要なものもございます。そのため、 

現在までもそうでございましたが、さらにより一層に国や県の補助事業に高森町の政

策をリンクさせて、一般財源の効果的な活用を考慮しながら予算編成にあたりました。 

また、コロナウイルス感染症後がまだ不明ではございますが、税収減という状況を

考えまして、さらなるふるさと納税制度の活用や通常の税及び料の適正な徴収により、

高森町の自主財源を確保することで、限られた財源の中で最大限の効果が発揮できる

ように予算編成を行いました。その結果、令和２年度と比較いたしまして、当初予算
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として２億２，０００万円の増額となっておりますが、全額国から特別交付税として

いただける地域おこし協力隊や集落支援員の増加による予算規模の増加や、ふるさと

納税事業が主な要因として挙げられます。 

続きまして、番号５番の町債残高の推移をご覧ください。この表は、１００パーセ

ントいただける臨時財政対策債は除いた町債の残高になっております。この残高につ

きましては、町道整備事業や国で定められましたデジタル防災無線の整備により、私

が就任した平成２３年以降横ばいをずっと続けてきた残高が、今後増加に転じること

になっております。 

このグラフを含む現在公表している町債の残高の数値は、決算により算出しており

ます。ですので、ここは交付税措置される額も含まれており、そういった後々に町に

かえってくる額を差し引くと、実質的な高森町の町債残高は約１０億円ということに

なりますので申し添えておきます。引き続き町債の残高に注意をしつつ、交付税措置

の大きな有利な地方債を貴重な財源として捉え、効果的に活用をしてまいりたいとい

うふうに考えております。 

続きまして、６番の財政調整基金残高の推移をご覧ください。これは町の貯金にも

あたります。財政調整基金は、平成２７年度末に基金残高は過去最高額となりました。 

その後に、熊本地震や経常的経費の増加に伴い若干減少傾向にありましたが、令和元

年度からはさらに増加の傾向にあります。今後も、突発的な災害対応としてお金を使

わなければいけないことが、これはあってはいけないことですが考えられますので、 

一定額は確保しつつ将来を見据えながら有効に活用する必要がございます。 

続きまして、７番の引き上げ分の地方消費税充当経費をお開きください。御承知の

ように、消費税が引き上げられた際の増額分３％においては、各自治体の社会保障施

策の財源に充てることとなされております。令和３年度当初予算では、引き上げ分の

地方消費税交付金を６，０００万と見込んでおりまして、赤枠で囲んだ形で充当予定

としております。 

続きまして、８番入湯税の使途状況についてご覧ください。入湯税につきましても、

環境衛生施設並びに観光の振興等に要する費用に充てる目的税でございますので、そ

の趣旨を踏まえ、具体的事業費への充当について明確にすることとされています。既



- 44 - 

 

に、年２回作成している財政事情において公表は行っておりますが、高森町は平成２

９年度から当初予算の概要書においても公表いたしております。具体的には、この下

に作成しております表のとおり観光費に充当することとしております。 

続きまして、高森町一般会計当初予算概要書の別紙から抜粋して御説明を差し上げ

ます。番号１番のエンタメ業界と連携したまちづくり事業ですが、これは事業費が２，

５３１万、補助額が２，５３１万、一般財源０円でございます。特に、議会の議員の

皆様から後押しをいただいています、エンタメ業界との連携したこのまちづくり事業

という中で、高森町としては風鎮祭の歴史並びに風鎮太鼓の歴史を持っている町でご

ざいます。しかし、近年は太鼓の叩き手さんの高齢化、もしくは今までの継続すると

ころの若手へのつなぎ継続というところがなかなか出来ておりませんでした。 

ですので、最近は高森町のイベント等においてもお披露目するチャンスがあまりな

かった。平成１０年ぐらいまではたくさんあったわけでございますが、それ以降が止

まっているわけでございます。ぜひ、０９６Ｋ熊本歌劇団２２名の女性のプロの歌劇

団の方が風鎮太鼓を復活させていただいて、町はおろか県も飛び越えて国の認可をい

ただけるような、そのような地域おこしをやっていただきたいというのが、まずは大

きなことではないかなというふうに思っております。 

それと、今後漫画指導、漫画を描くのが指導ではありませんで、小学生、中学生に

絵コンテを教えると。この絵コンテ及び漫画を教えることによって、これは将来の仕

事の幅が１とするなら１０は広がるのではないかなというふうに思っております。で

すので、そういうところを出来るのはやはり編集会社であるコアミックスさんですの

で、今回一般財源を使わず全額補助ということでございますので、ここはしっかりや

らせていただきたいというふうに思っております。 

その他２番、３番、４番、５番、６、７、８、９は特にコンビニ交付サービス事業

に関しては、先ほどの午前中の議会でも質疑が出たところでございます。 

そして、金額的に大きくはないんですが、マイナンバーカード取得の推進事業補助

金を３，４１８万円、１００パーセント国からいただける臨時交付金で、一般財源は

高森町が出すところはございません。これは、マイナンバーを活用した事業が、今後

多くこれからの時代は展開されることが決まっております。生活環境が便利なものに
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なってはきてるんですが、高森町は県内での取得率が大変悪い方の自治体でございま

す。現在がそうでございます。人口に対する交付率が１６．１パーセント、県の平均

が２４．３パーセントでございます。 

それに伴い、服部副町長の方から取得率を向上させ社会保障の公平性の実現に取り

組むというところを、副町長からのアドバイスもございまして今回この事業を計上し

たわけでございます。カード取得者に対して５，０００円を給付すると。マイナポイ

ントも国から５，０００円ですが、高森町は単独で５，０００円を給付するというこ

とでございます。また、対象者につきましてはそこに記載しているとおりでございま

すが、何か質問等があれば担当の課によろしくお願いしたいと思います。 

その次の、学校教育環境の強化、これは新型コロナウイルス感染症防止のためスク

ールバスと電子黒板を購入しますということで、国の臨時交付金が全額これにあたり

ますので、２，９５５万円ですが一般財源はゼロでございます。 

バスを約２台分、それと電子黒板を当町は全国でも１番早く導入しておりまして、

今切り替えの時期に来ておりますので、これを切り替えさせていただくという事業で

ございます。コロナ禍の中でも、家にいようが学校からだろうが、何も変わることな

く授業が出来る高森町の教育環境の実現の基本的なところでございますので、御賛同

の方をよろしくお願いしたいというふうに思います。町道維持・新設改良、河川に関

しましても、御質疑があればどうぞよろしくお願いしたいと思います。 

続きまして、ふるさと納税活用事業でございます。令和２年度は、やはり広報も含

めて全国各地の民間企業等の営業も一生懸命行いまして、約８億３，３７４万円１月

末の時点でふるさと納税を稼ぐことが出来ました。そして、その中から今回活用させ

ていただくということでございます。 

大事なことは、これは町民の負担がゼロになるということと、町の一般会計ではご

ざいますが、町民さんからの税金や法人税を使わなくて事業が出来るということです。

しかしながら、一方ではやはり使途は限定される場合もありますし、納税者の方の思

いやこれに使ってくださいというところの要望がございますので、それに関しては全

て守らさせていただいております。 

まず、１番の町営学生寮整備事業、これは町の直営の学生寮を整備するという目的
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でございます。町内にある旧高森高校学生寮の土地及び建物を購入、改修し、町が運

営する学生寮を新たに整備する事業でございます。先般の県議会で、県立高森高校へ

のマンガ科の設置について議員さんから一般質問がございました。県議会の県教育長

の答弁も、大変前向きなことではございました。 

このマンガ科等が出来れば、全国の公立高校でマンガ科があるところはございませ

ん。なぜ出来ないか。それは簡単でございまして、入り口がないんです。当町は、東

京の有名な出版会社のコアミックスさんが進出されておりますので、この入り口の環

境整備が出来るというところで。 

今後、いろいろな状況もあると思いますが、例えば令和３年度の県立高森高校への

入学者数の予定数は、大変少なくなってきておると思います。ですので、やはり地域

になくてはならない県立高校であり、町の中にあるあえて言うなら高森町の高校であ

るという位置づけのもと、町立の学生寮の整備が必要というふうに思っておるところ

でございます。 

また、当然これは、現在県外から多くの生徒たちが剣道及びスポーツを学びたいと

いうことで高森中学校に来ております。現在のこの世の中、きちっとしたやはり環境

のもと学んでほしいというふうに思っております。町が経営する学生寮の方が、より

安心安全に繋がっていくのではないかというふうに思いますし、第２のふるさと高森

町が生涯にわたって、子どもたちにしっかりそこが位置づけられて大人になって帰っ

てくる。そして、もしくは町に寄与していただく可能性もあるのではないかというふ

うに考えております。事業費が１，６０５万円で、ふるさと応援基金を全額使います

ので町の負担はございません。 

続きまして、南阿蘇鉄道高森駅再開発工事でございます。番号５番でございます。 

南阿蘇鉄道駅周辺整備計画でございます。これに関しても、議会とお約束しました６

億６，０００万円をきちっと守るためには、やはり追加の分もいろんな工事が出てき

ます。ですので、そういうものも含めて町民の負担を可能な限りゼロにもっていくと

いうことで、ふるさと応援基金を活用させていただきたいというふうに思います。 

もう１点が次の６番、企業版ふるさと納税ビジネスコンサルティング。これに関し

ては、これは何かなと思われる議員さんもいらっしゃると思いますが、企業版ふるさ
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と納税という制度を今年高森町は活用が出来まして、２箇所の観光交流施設、つまり

公民館に似た形の観光交流施設が地区に出来ます。しかし、この企業版ふるさと納税

は令和６年までの制度でございます。もう残りが少なくなるわけでございまして、現

在非常に高森町は、ここは落ち着いてやるべきだと思います。 

株式会社コアミックスさんが高森に進出されたということで、全国でも考えられな

いようなメジャーな企業や非常に成長してる若手のベンチャー企業から、何でコアミ

ックスが高森町というよりもここに進出してるんだろうという問い合わせが非常に多

いです。そういう中で、役場の職員さんはやはり公務員さんですので、なかなかマッ

チング出来ないところがございます。この企業版ふるさと納税のコンサルティングを

やっていただけるような会社及び人、もしくはそこに地域おこし協力隊があてられな

いかと、そういう企業等を公募して来ていただけないかという事業でございます。  

まだ何も決まっておりませんし、果たして来てくれるかどうかも分かりません。し

かしながら、地域おこし協力隊に関しては議会の承認がないと募集も出来ませんので、

ここで御提案をさせていただきたいというふうに思います。特に、今はワーケーショ

ンという言葉がありますので皆さん御存じですけど。大事なことは、いろんな企業の

方が本社にいなくて、東京・大阪にいなくて、１週間は伊豆、１週間は四国、１週間

は九州というようなところで仕事をされる世の中にどんどん変わっていってます。 

そういう中で、いろんな企業の非常に優秀なクリエイターの方が例えば阿蘇に来ら

れて、高森にそういう施設があればそこに泊まられる、そこで仕事なされる、違う会

社の方が来られる。ここの横のマッチングが出来れば、新たな事業が生まれていきま

すし、そこのマッチングを地域おこし協力隊の方が出来る人材がもしいらっしゃると

するならば、相当夢のあるような事業や広がりが出ていくのではないかというふうに

思っております。 

続きまして、あとはずっと毎年同じですが、１４番のフードロス促進・乾燥野菜プ

ロジェクト事業ですね。事業費が１，５００万円ですが、これはふるさと納税で約２，

０００万円いただきまして、事業というよりも利用の指定、これに使ってほしいとい

う納税者の方の意思がございまして、フードロス促進・乾燥野菜プロジェクト事業を

立ち上げた次第でございます。 
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これは、町として何が今後展開出来るかと言いますと、高森町でこの事業が始まっ

て九州及び全国に広がる可能性があるということと、町がお金を使うことはないとい

うこと。それと、何といってもこのフードロスや子どもの貧困、もしくはＳＤＧsとい

うのは２０５０年度代ぐらいまでのいろんな目標になっておりますので、高森町もフ

ードロス促進にはやはり事業化をしていくべきだと。 

しかしながら、一般財源になりますとなかなか実際の事業が出来ませんので、この

ように企業が指定をしてのふるさと納税をしていただいた場合、個人がしていただい

た場合にはその事業に使いたいと思います。現在、ＪＡ阿蘇のかなり強い協力をいた

だいておりまして、そのうちに高森町の手は離れていくのではないかなというふうに

私自身は予想しているところでございます。 

続きまして、農地バンク利用促進事業補助金や町民農園事業、１６番、１７番です

ね。１８番そして１９番は、過去の議会でも議員さんの方から要望、また議員要望も

上がっておりますので事業化をさせていただきました。しかし、通年ではなくて、一

般財源でいきなりモデル事業をやるというのは、やはり町民さんの理解というのがな

かなか取れないところもあるかと思います。ですので、まずはふるさと応援寄附金で、

地域の魅力というところで応援していただいた方の寄附金を、こういう農業事業に使

ってまいりたいというふうに思っております。 

続きまして、熊本市・高森町による水源涵養林作業道の道路工事を２０番に掲げて

おります。これは、平成１７年に熊本市と締結をいたしております水源涵養林森林整

備協定に基づき、熊本市が色見山鳥地区に造林した水源涵養林の作業道において、平

成２３年以降もそうでございます。１７年以降も、度重なる豪雨だったり小さい災害

によって路面自体が決壊したり、もしくは路肩の危険度が高い形で通行に支障を来し

ているということで、平成１７年からの課題の１つでございました。 

そして、この協定があるわけでございますが、お互い甲も乙も協議をするというふ

うになっておりますので、大西一史熊本市長と直接お話をさせていただきまして、今

回事業化をするものでございます。未舗装作業道のコンクリート舗装で、延長が約２

キロ、事業費は２，８００万円で、半分の１，４００万円を熊本市、半分の１，４０

０万円を高森町で、高森町はふるさと応援寄附金事業で行いたいというふうに考えて
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おります。このことによって、作業道が災害から守られるということもありますが、

何はともあれ水源涵養林、当初の目的を達成出来る道路が完成するというふうに思っ

ております。 

そして、これは私の個人的私見になりますが、ここの作業道の１番上の部分ですね。 

星が見えるいろんな有名な施設もございますが、そこよりも鍋の平キャンプ場が肉眼

では近くに見えますが、ここの１番上はもっときれいに見える場所だと思います。将

来、私たちの次の世代、この世代も含めてそうでございますが、地域の方が自分たち

の地域の責任によってそういう１番上の場所を観光地化したい、もしくは明るくした

いという要望があれば、町としては応援をしていきたいというふうに考えておるとこ

ろでございます。 

続きまして、２１番のふるさと市街地街路灯改修事業補助金です。これは、私の１

期目の２５年度に緊急経済対策で整備した街路灯を更新させていただきます。現在、

今年で８年目でございます。大体、１０年間ＬＥＤは持ちますが、この形が実はＬＥ

Ｄの超初期型でございまして、高森町のものは故障もせず約８年本当に稼働していた

だいているところでございます。ただし、この当時のものは角度を変えられない、も

しくはポールの上が全部交換する形になっております。これ自体を交換すると多額の

費用になりますので、今回違う形の交換を提案させていただきたいと思います。３，

２００万円ですが、ふるさと応援寄附金でやりますので町の負担はございません。 

しかしながら、同時に防災公園の街路灯も追加で整備をしたいと思います。これは、 

町民の方からのリクエストがよく来ておりますが、公園の中を歩きたい、公園の周り

を歩きたいと。ただし、街路灯の暗いものしか付いてないので、出来れば足元を明る

くしていただきたいということで、防災公園の目的である防災の避難場所及び防災ヘ

リの到着というところに、支障を加えない形の街路灯を設置していきたいというふう

に考えております。また、今回の街路灯になることによって、今までの電気代よりも

またさらに大幅に下がることが予想されているところでございます。 

続きまして２４番です。誇り・夢・元気創造プロジェクト助成金、これは高森の部

活動もしくは高ＳＰＯのクラブ活動で、これが実質上３回目ぐらいになる助成金だと

思います。全て今までもふるさと納税で稼いだお金でやってきましたが、やはり年々
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高ＳＰＯ所属の競技の方からいろんな要望が出たり、もしくは中学校、小学校、東学

園からも多くの要望が出ております。 

通常では、なかなか備品というのは導入が出来ないと思いますし、やはり難しいの

ではないかと思いますが、やっぱりこういう誇り・夢・元気創造プロジェクトという

ところがふるさと納税でも謳っておりますので、将来の世代への投資というところで

しっかりここは負担していきたいというふうに考えております。 

また、今回２６番に大阿蘇絵画展補助事業を掲載いたしました。今年で３０回目の

節目を迎えます。今回の記念大会の受賞作品は、熊本パレアホールに展示したいとい

うふうに考えております。先々代の時代からこの大阿蘇絵画展続いてきております。

ですので、通常の補助金とプラスして、今回ふるさと応援寄附金でバックアップして

まいりたいというふうに考えております。 

２８番まで以上御説明をさせていただきました。御質問等があれば、各担当来てお

りますので御質問していただき、御審議の上何とぞ御賛同賜りますようお願い申し上

げまして説明を終わらせていただきます。 

○議長（後藤三治君）提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。質

疑はありませんか。２番、津留智幸君。 

○２番（津留智幸君）２番、津留です。 

農林政策課長にお伺いします。ふるさと納税活用事業概要書の１４番、フードロス

促進・乾燥野菜プロジェクト事業なんですが、この乾燥野菜プロジェクト事業のもう

ちょっと詳しく概要を聞かせていただきたいです。例えば、生産者が加工までやって

製品を出荷して所得にするのか。それとも、どこかの食品メーカーと提携してそうい

った事業を行っていくのかが１点。 

もう１点は新規作物導入の件です。御承知のとおり、少子高齢化で後継ぎがいない

という農家がほとんどでございますので、高齢者でも継続していける農作物など、あ

る程度見通しが立っている品目があれば紹介いただきたいと思います。以上２点お願

いします。 

○議長（後藤三治君）農林政策課長、後藤一寛君。 

○農林政策課長（後藤一寛君）２番、津留智幸議員からの御質問にお答えいたします。 
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まず、全体の大枠の部分を若干説明させていただきたいと思います。そもそもこの

マッチングにつきましては、肥後銀行さんの方が地域発展への貢献のために優良企業

のマッチングをされております。行政とのですね。その中で出てきた話でございまし

て、先ほど町長の説明の中にございましたとおり、２，０００万円を個人の方からい

ただきまして使途が明確にされてます。その上での事業展開という形になります。 

お尋ねのシステムの部分でございますけども、現時点で分かっている範囲でお話を

させていただきます。町有の公共用地、もう施設として使ってない部分もしくはＪＡ

さんの古い施設、そこらあたりで絞り込みを行いまして、会社側が加工施設をつくっ

てＪＡさんとマッチングしてるというのは、結局そこで集荷をさせてそちら側に運ぶ

という形を取りたいというふうに、現時点ではそういう話で進んでおります。 

それと、もう１点の新規作物ですが、これは私どもも非常に危惧している部分で、

議員がおっしゃいますように後継者不足、高齢化、そういった諸々のものが課題とし

てございます。その部分は１２月の議会で答弁しましたとおり、新規参入なりそうい

ったもの、その法人なりそういったものに積極的に働きかけることで、少しでも解消

していきたいというふうには考えております。議員言われましたとおり、高齢者でも

出来るような軽量野菜、要するに葉物など力の要らない野菜、そういったものも今後

において新規作物という中で見つけていきたいというふうには思っております。 

ただ、目の前は先ほど町長の説明にありましたとおり、目的はフードロス、今１番

わかりやすいもので言いますと、トマトなど要するに劣化したものだったり熟れ過ぎ

たものがあったり、そういったものを捨てられております。ですので、そういった感

じのものを拾い上げていきたいというふうに思っております。以上でございます。 

○議長（後藤三治君）２番、津留智幸君。 

○２番（津留智幸君）ありがとうございます。 

後藤課長は、若い時野菜試験場で研究を積み重ねられて幅広い見識をお持ちだと思

います。ぜひ期待しておりますので、そういった集落支援にも繋がってまいりますの

で本領発揮されていただければ助かると思います。よろしくお願いします。 

○議長（後藤三治君）ほかに質疑はありませんか。６番、芹口誓彰君。 

○６番（芹口誓彰君）６番、芹口です。 
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有害鳥獣対策関係についてお尋ねしたいと思います。令和２年度の捕獲実績等につ

いて、１つお伺いをしたいというふうに思います。 

それからもう１点は、高森・竹田・高千穂地域の鳥獣防止広域対策協議会負担金１

００万円計上してございますけれども、３町村合わせますと３００万円にもなります

ので、この協議会の活動状況なり分かればお尋ねをしたいというふうに思います。 

○議長（後藤三治君）農林政策課長、後藤一寛君。 

○農林政策課長（後藤一寛君）６番、芹口議員の御質問にお答えいたします。 

まず、令和２年度の有害鳥獣の捕獲頭数でございますけれども、イノシシの成獣が

５３２頭。次に、イノシシの幼獣ウリボウでございますけども、これが８頭。シカが

１，６１１頭です。これに係ります経費が、合計で３，２７３万９，０００円になり

ます。 

続きまして、３県合同の協議会に１００万円を繰り出しておりますけども、そちら

の方を若干説明させていただきたいと思います。これにつきましては、平成１９年度

からモデル地区として協議会が設置されております。高森側の基本的な地区としまし

ては、野尻、草部地区を基本的にはずっとやってきております。例年、１２月に中山

間地区の取組事業や多面の事業がございますので、そこの代表者の方に御案内を申し

上げまして、務めたいという方々にお声掛けをしております。 

事業活動の主なものとしましては、罠の購入、箱罠でありましたりくくり罠であり

ましたり、それとワイヤーメッシュですね。１メートル真四角の針金よりちょっと大

きいぐらいで作ってあるものの購入、狩猟免許の補助、それともう１つは捕獲隊への

研修の補助、以上が活動の主なものになります。特に、ワイヤーメッシュがメインに

なっておりますけども、令和２年度におきましては野尻の水上地区と上津留地区が実

施をなされております。御質問の部分につきましては以上でございます。 

○議長（後藤三治君）６番、芹口誓彰君。 

○６番（芹口誓彰君）芹口です。 

捕獲頭数につきましては、イノシシが５３２頭ですか。シカになりますと、１，６

１１頭というかなりの頭数が上がっておりますし、また補助につきましても３，２７

３万９，０００円ということでございます。令和３年度予算を見ますと、４６１万６，
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０００円ということで大幅に減額になっておりますけれども、今後必要であればまた

補正ということで考えていいのか伺いたいというふうに思います。 

それからもう１点は、鳥獣被害というのは熊本県下各市町村それぞれ大きな問題で

ございます。したがいまして、熊本県が補助金等流す場合でも、どういった市町村に

対して対策の要望、指針方法などが示されておれば、どのようなものかについてお尋

ねしたいというふうに思います。 

○議長（後藤三治君）農林政策課長、後藤一寛君。自席からお願いします。 

○農林政策課長（後藤一寛君）自席から失礼いたします。 

当初予算で上げておりますのは、おっしゃるとおり国の決定がございますので、指

令前着工がこの事業自体できなくなっております。したがいまして、おっしゃるとお

り補正をまた後々に出させていただく形になろうかと思います。 

それと、もう１点の県下全部の課題でございますけれども、県としましては予算を

当初に組んだだけで、それ以上補正をして増額してくるという姿勢は一切見せていら

っしゃいません。と言いますのが、１つは全国的な発生状況を見まして国の方が増額

の傾向にございまして、現状で言いますとイノシシとシカに対しまして、国が１頭当

たり７，０００円の補助を付けております。それに対しまして、頭数がかなりいると

いうことで国の方が上乗せを今計画しております。ですので、県としてはその間に立

って動けないというのが現状のようでございます。 

国の今回の予算のポイントとしましては、ポイント制を導入する形となっておりま

す。例えば、鳥獣被害を軽減していくための計画というのが５箇年で立てられており

まして、それぞれの目標の数値がございますが、その数値から３０パーセント減少さ

せればポイントを付与するよという形。 

それともう１つ。先ほどお話がありました解体施設、そういったものを持っている

町村にはさらにポイントを付与するよというような、そういった各種の条件をポイン

トとして加算させて、優先順位をつけていくという形がとられているようでございま

す。今後においてまだ流動的でございますので、それについては随時注意深く見てい

きながら対応していきたいというふうには考えております。以上でございます。 

○議長（後藤三治君）６番、芹口誓彰君。 
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○６番（芹口誓彰君）６番、芹口です 

いずれにしましても、やはりこの鳥獣被害というのは、農作物はもちろんでござい

ますけれども林業被害もあります。また、動植物の生態系にも大きな影響を及ぼすと

いうようなこともございますので、どうか今後も国、県と連携しながらしっかりと取

り組んでいただきたいというふうに思います。以上です。 

○議長（後藤三治君）ほかに質疑はありませんか。１番、後藤巌君。 

○１番（後藤巌君）１番、後藤です。 

個別のことについては、私は質問ないのですけれども、一般会計当初予算の概要書

から質問をさせていただきたいかと思います。 

まず、概要書の４番、一般会計の歳出についてですけれども、ここは例えばその義

務的経費、いわゆる人件費、公債費、扶助費という形で上がってます。これは、昨年

度もたしか約４１パーセント、４０．９１パーセントでしたかね。総予算に占める割

合が。この度も４１．６パーセントということで、昨年に準じてある程度作られてい

るのかなと思います。 

若干ながら人件費が増加傾向にあるのかなというところをまず見た上で、予算書の

１３５ページになるんですけども、いわゆる地方債について質問したいと思います。 

先ほど、義務的経費の中で公債費というものが上がってきたかと思います。公債費は、

いわゆる起債に関わる返済にかかってくるものという認識をしております。この度の

調書によりますと、償還される額が４億９，０００万円ということで上がってきてい

ます。借り入れの現在の見込みですけども、２億９，６００万円ということで、この

ままでいけば起債は減るというような形になろうかとは思います。 

あくまでここは最初の今の段階であって、これからという部分については、まだ分

からない部分があるのかなというところを踏まえた上で町長にお尋ねしたいんですけ

ども。昨年度も、例えば町債の残高の推移、臨財債除くというところのページがあっ

て、令和元年の末の見込みは約３０億で書かれておりました。実際は３２億、２億分

ぐらいプラスになっていると。 

財政調整基金ですけれども、これは見込みより増えてるという、これは増えてる方

で良い方なんですけども。当然町債については、借り入れが増えているという観点か
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らはなるべくここは抑えていかなければ、結局は公債費比率が上がっていくというよ

うな財政状況になる中で、この度こういう形で上げてらっしゃるところもある。 

１つふるさと納税の先ほど説明の中で、高森駅再開発工事は事業費が７，５００万

円あります。補助額が３，０００万円、これは社会資本整備総合事業で。その中で、

４，５００万円がふるさと納税で対応すると。普通であれば、おそらく７，５００万

円の総事業費の中で３，０００万円は補助金を使って、残りの４，５００万円に起債

を充ててというような事業になってるのかなと思うんですけども。多分、これからは

こういう使い方もあるでしょうけども、やはりその起債という部分についてどのよう

にこれから今期考えていくのかというところを、町長の考えをお尋ねしたく質問しま

した。以上です。 

○議長（後藤三治君）町長、草村大成君。 

○町長（草村大成君）後藤議員の御質問にお答えいたします。 

通常であれば、当初予算の編成方針でも述べましたように、有利な財源として起債

を、その中でも特に有利なものを使っていくというのが高森町の指針です。その中で、

ふるさと納税を駅前開発事業に使うというところに関しましては、やはり町の中で今

回１番大きな事業でございます。私が就任して１１年目になりますが、後世に私たち

の次の世代に、あの時にどういう財源でどうだったかというところをきちっと残した

いなと思います。 

温泉館が建てられたり、体育館が建てられたり、いろんなハード事業を当然これは

バブルの頃だったりその前の昭和の景気が良い時は、高森町だけではなくていろんな

自治体同じことやってきました。現在、それから３０年経って、当時の資料もしくは

当時の方の証言やいろんなところを加味しますと、結果的にその時の方向の指針とい

うものがバシッと出てなくて、きちっとＡさんもＢさんもＣさんもＤさんも同じ答え

ではないんですね。 

私、３期１２年させていただく中で１番大きなハード事業に、歴史上残る建物の事

業になると思います。ですので、出来るだけ町民の方にも利用していただきたい。後

世にあの時の借金を今払ってるではなくて、今目の前で努力出来て、例えば新しく出

来た企業版ふるさと納税という制度があるならば、その中で稼いでお金をそこに充て
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ていって起債を使わない。 

このことが後世に誇れるまちづくり、そして誇れる１つがやはりみんなで仲良くこ

こに生まれ育ってよかったというような、そういう意味がない言い合いをやらなくて

もいいようなまちづくりをするための１つの事例として、企業版ふるさと納税という

制度がありますので、そこで稼いだお金もしくはふるさと納税で稼いだお金で、そこ

を対応していきたいというふうに思っております。ですので、可能な限り町民の方の

負担がゼロに近いような駅前再開発計画を目指すというところで、今回上げさせてい

ただきました。 

他の事業に関しましては、常に言ってますように国の補助金、それがなければ県の

補助金をとってきて、残りの分を有利な起債の中でも特に有利な起債を使っていくと

いうやり方にしていきたいというふうに考えております。以上です。 

○議長（後藤三治君）１番、後藤巌君。 

○１番（後藤巌君）答弁ありがとうございました。 

やはり、これからの財政ということに関しては、すごく町民も気になるところだと

思います。特に、この度は地方交付税も大体前年度プラスアルファで交付を受けれる

ようにはなっておりますけども、２年後、３年後となれば当然国も厳しい財政状況の

中で、いかに地方の自治体がどのような形でやっぱり動いていくか。 

それが、町長も含め職員の方々が、先ほど町長も言いましたけどもまず補助金を使

う、その補助裏の方を出来る限り有利な起債を組んでやっていく。起債は、当然世代

間の公正な負担を求めるというところで、きちっと町民に理解のある事業にしたてて

いく、そこを皆さんに感じていただきたいと思います。この度の予算編成については、

これで質問を終わります。以上です。 

○議長（後藤三治君）ほかに質疑はありませんか。１０番、佐伯金也君。 

○１０番（佐伯金也君）１０番、佐伯でございます。 

非常に多岐に渡る予算編成で、職員の方たちも大変苦労されたなと思っております。

私も、８年間の休養生活が終わって６年目がやがて終わろうとしております。その６

年目の当初からが町長と一緒で、町長のいろいろな財政運営について見させていただ

きました。いろいろ負の財産も高森町残っておりますが、私は平成３年から議員をし
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ておりましたので、箱物の建設についてもそれぞれ関わってきております。財政運営

も見てきております。３人目の町長でございます。 

見させていただいた中で、予算の額については非常に膨れてきておるわけですが、

ただ予算が膨れてきておるという理由が、非常にここ近年災害が多い。平成２８年の

熊本地震であったり今回のコロナであったり、非常に想定外のことが起きるというこ

とで大変今後どうなるんだろうなという危機感を持っております。 

その中で私がいつも言っておるのは、やっぱり１番議員あたりもいつも財政のこと

を言ってるんですが、やっぱり財政調整基金という町自体のへそくりをいかに持って

おるか。要するに、予算の幅を、お財布の中にある使えるお金の幅を、なるべく柔軟

性持たせたようなものを持っておこうというのが当初から私も考えておりました。町

長の場合は、自分でも言われているとおりスピード感を持ってと、もう本当にタイミ

ングよくというふうな形で経済人の感覚でやられておるということ、これは非常に歓

迎をしていくし今後も期待しておるわけですが。 

ただ、問題は非常に多岐にわたるということで、一般会計の予算だけ、国から来る

交付税や国の補助金、県の補助金だけでやる事業であれば、いろいろと条件等があり

ますからクリアするためにみんなの知恵を絞って、いろいろと事業を町民の福祉向上

のために生活改善のためにやっていかなければならないと思います。それにも増して、

今度はふるさと納税で集まったお金を町民のために、また町長の政策集マニフェスト

を達成させるために使っていくということで、通常の他町村の行財政の組み立てから

すれば、職員あたりにはそれよりも３割、４割は仕事の量が多いのではないかなと私

は思っております。 

町長が、２年前に作成されたマニフェストや政策集、私も日頃から言ってるとおり

人生は１度しかないし後戻りも出来ないから、どんどん前に行きたいという欲望もあ

りますし気持ちもあるんですが。しかしながら、やはりコロナ禍の中において、令和

２年度も当初は５１億で予算は組んでございましたが、今回の補正予算での減額であ

りますが予算額を見ると７０億を超えているわけですね。令和２年度の予算は。 

ですから、当初計画を立てた予算よりも、大幅にこういうふうな事情が出てくると 

増えてしまう。増えるということは、職員の仕事も増えるということ。ということは、
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通常のサービスをしながら、職員はそういうふうな臨時的・緊急的な事業に対しても

頭を使っていかなければならないし、体も動かしていかなければならなかったという

ことであると思います。特に、令和２年度はそういうことで、大変な目に職員も住民

の皆さんたちもあっておると私は思います。今回は当初予算でも５３億円ですから、

前年度の当初予算と比べれば２億２，０００万円。しかしながら、そういうふうな比

例配分で見ていったときに、また何かあったら一気に太ってしまうんですね。 

町長の方に確認なんですが、時には立ち止まって職員の仕事の状況、またいろんな

悩み等についてもお聞きになっておるのか。昔はあったんですが、職員のサービス残

業が非常に多い。帰らないで、６時過ぎても堂々と電気付けて仕事してる管理職がい

ると下の職員は帰りませんから。帰れないんですよね。だから、ついついやってしま

うという負担が来るんです。そういうわけで、当初予算を作るに当たってそういうこ

とも十分考慮された、また考慮しようと思っておるのかということをまず町長の方に

お聞かせいただきたいと思います。 

○議長（後藤三治君）町長、草村大成君。 

○町長（草村大成君）１０番、佐伯議員の御質問にお答えをいたします。 

議員がおっしゃるとおり、ちょうど中間期ですので立ち止まる時でもありますし、

やはり予算が補助を持ってくるとどんどん大きくなっていきます。そういうところは

立ち止まるべきだと思いますが、１番立ち止まらなくてじゃんじゃん行けと言われて

たのも議員でございますので、そこも１つお伝え出来ればというふうに思っておると

ころでございます。 

しかしながら、１番大事なことは、今ここで議会が行われてる中も一般の職員さん

及び地域おこし協力隊の皆さん、臨時の方だったりは、下でもしくはこの同じ階で働

かれておるわけでございますので、当然災害があればいろいろ大変でございます。ま

たいろんな仕事も増えます。大事なことは、昔の感覚とは違うので、意識改革をしっ

かりやりながら仕事のやり方というところの見直し、そういうところをやっていかな

ければいけないかなと思います。 

特に、人事評価制度を導入いたしまして数年経ちます。私が目指す人事評価制度は、

若い職員さんがこの課長さん、局長さんに評価してもらって嬉しいなと、納得出来る
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なと思われるような管理職に育っていただきたい、もしくは執行部でありたいという

ところでございます。現在、そういうところを東総務課長と服部副町長にしっかりや

っていただいておりますので、せっかくの場ですので副町長からか総務課長から御答

弁させていただきたいと思います。 

○議長（後藤三治君）総務課長、東幸祐君。 

○総務課長（東幸祐君）御指名でございますので、一言答弁させていただきます。 

今、職員の定数は９７名でございます。御承知のように、令和２年度から会計年度

任用職員が新たに創設されまして、本年度の予定としましては約１０８名の予算を計

上しております。非正規職員でございますので、その身分を保障する上で大分前の非

常勤と比べまして改善されているところがございます。その分の人件費は若干上がっ

てる部分ありますが、総勢２００名でやっておりますので、出来るだけ残業がないよ

うに取り組んでいきたいと思っております。以上でございます。 

○議長（後藤三治君）１０番、佐伯金也君。 

○１０番（佐伯金也君）１０番、佐伯です。 

概要書を見て非常に事業が多いわけで、一般会計の概要書でもふるさと納税活用事

業でも非常に多いわけです。それ以外に、義務的な経費費用と補助金や助成金など今

までずっとやってきた事業等も含めて、これは本当に皆さんのそこまで関心が及ばな

い範囲までぐらいいってるんですよ。 

しかしながら、その予算を積み上げるためには、やはりちゃんと理由をつけて計算

をして財源を引っ張り出して、査定を受けて出さなければいけないわけですね。です

から、今回こういうふうに予算書では出ているんですけれども、出すまでの間の苦労

を考えると、一般業務をしながらこれを作り上げてきたという苦労には私たちが簡単

に終わらせていいものかと。だから質問するんですが、この質問がまたいいものかと

いうふうに考えながら言わせていただいております。 

総務課長、副町長、いつも庁舎内皆さんが見えるところにいらっしゃいます。です

から、やはりこういうふうな事業を展開していく上において、毎回いつも私は職員か

ら皮肉を言われるんですが、いつも来てるから今日もですか明日来ますかと言われる

こともあるんですが、それを楽しみに今来とるんですが。６時過ぎても電気付けてや
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ってるところについては、やっぱりある程度ストレスが溜まらないように、帰ってい

ただけるように指導方をよろしくお願いして、こういうふうな良い事業はやっていた

だきたいと思います。それがこの総枠的な私の意見です。 

ちょっと中身に入らせていただきます。先ほど町長が述べられました町営学生寮の

整備事業、これについて私も若干考えがございました。高森高校の寮は、もう何年も

前に一度閉鎖されて老人ホームに使われております。その老人ホームが撤退されて、

今度その施設が空いたということでまた寮にということなんですが、当時高森高校の

寮を閉鎖したのは町でも何でもないんですね。これは、高森高校が、県があそこは閉

めたわけです。閉めたということは、将来的に寮が必要ないと思ってるから閉めたん

だろうなというふうに私は解釈します。 

そこに、高森町が町営の学生寮をつくるということがどうなのか、それが高校生対

象であるならいかがなものかと思います。しかしながら、先ほど説明の中でも言われ

ました中学校の剣道であったり、小学校の剣道であったりと。それが、町外から来ら

れる方たちということであるならば、それはまた利用方法が多岐にわたるから楽しみ

な部分がありますので、予算については十分これで確保できるんでしょうけれども、

運用の仕方についてはもう少し煮詰めていただきたいなと思います。 

それに、あと１つ私が贅沢を言うならば、この前も福岡の方で５歳の子どもが餓死

をしました。今は、もしかしたら猫や犬の方が自分の子どもを命がけで守っておるの

ではないかなと思うぐらい、残念なことに人間社会において子育てを放棄したり、子

育てを疎かにするということがマスコミで見られます。 

その受け皿として、各地方には児童福祉施設があるんですが、その児童福祉施設の

存在というものがなかなか、老人ホームや特老あたりはいろんなところにあるからよ

く見えるんですよ。国の施策でも、介護保険制度があったり高齢者医療制度があった

りして非常に厚いからよく見えるんですが、やっぱり子育てを放棄された子どもであ

ったり、自分を育ててくれるはずだった両親が事故などでいなくなったりした子ども

たちが、どうやって生活をしてどうやって社会に出ていくかということに対する手助

けが、行政的にはちょっと薄いような気がします。 

ですから、こういうふうに町営学生寮整備事業というものが、今回町長が考えて提
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案されました。私は、出来ることならばやっぱり町営のそういうふうな児童養護施設

なるもの、高森町をふるさとに思ってくれるような子どもを新たにこっちに連れてく

る、そして高森町から育っていってくれるようにですね。その当時の事業をしてくれ

た町長のことを、お父さんと言ってくれるような子どもを私たちはここで受けとめて

育てていってあげたいなというふうに、発展的にこの事業が出来ないかということを

ちょっと御提案させていただきたいと思います。 

南阿蘇鉄道の駅再開発工事についても町長述べられました。これは以前から私が言

ってるんですが、南阿蘇鉄道高森駅周辺再開発事業、あそこにいろんなものを置いて

いって積み重ねて広場の図を見ていく中において、どうしてもあそこの入り口にある

タクシー会社の車庫が私はどうも気がかりでなりません。あそこがないならば、もう

ちょっと前面が広がるような気がするわけですね。ですから、あれについてもう一度

御再考いただいて、出来れば駅舎が出来る前に、あそこの駐車場車庫は本社ビルの前

に車庫として移転が出来ないかというお伺いをしていただきたい。それは私の願いで

すので、よろしくお願いしておきます。 

また、企業版のふるさと納税ビジネスコンサルティングなんですが、非常にどこの

自治体もあんまりこれには関心持ってなかったと思うんですね。これは、大変１番早

く手出したから、高森町が１番得を得た事業だと私は思います。ただ、注意しないと

いけないのは、企業は自分たちがリスクを負うような恐れはなるべく回避しようとす

る。そのリスクを、行政の方に払わせようと思うのではないかなと思う。だからこそ、

行政にふるさと納税で納税して、その時にこういうことをやってみたらどうですかと

ヒントみたいに言って、そして行政がじゃあしましょうかとする。しかしながら、非

常にリスクが高いとその事業が途中で立ち切れになってしまう可能性があります。 

ですから、やっぱりその辺については海千山千ではないんだけれども、町も企業版

ふるさと納税でやる場合については、企業の注文に対等に渡り合える能力のある人を 

担当にあげていかないと、本当にその企業が高森町の発展を思ってふるさと納税して

くれるのか。それとも、企業が今からこういうことをやりたいと思うんだけど、リス

クが高すぎるから企業版ふるさと納税でどこかの自治体に注文をつけて寄附して、そ

してそこと一緒にやってなるべくリスクを分散しようという気持ちでやるのではない



- 62 - 

 

かということも、１つやっぱり胸の中にとめてやっていかないと非常に私は危険なリ

スクもはらんでおるというふうに思います。 

ですので、今申し上げたことについて答弁ができる部分については答弁していただ

きたいと思いますが、できない部分については今後付託される常任委員会等で十分議

論を進めていただきたいと思います。以上です。 

○議長（後藤三治君）町長、草村大成君。 

○町長（草村大成君）１０番、佐伯議員の御質問にお答えします。 

多岐にわたる経験に基づくアドバイスだと思います。感謝申し上げたいと思います。 

寮につきましては、議員も若い頃から議員なされている中で町をあげて子育てをする、 

町をあげて子どもの環境をつくるというところの御提案をずっとなされて来られまし

た。 

子育てに関しては、幼・保、小・中、そして高森には高校もありますので、ここが

全部一体となる、それを町民全体でバックアップしていくというところです。当町の

教育委員会の基本的な考えは、教育長もお越しですが、やはりここに育って通ってる、

どちらのパターンにしろ町をあげて応援してあげるというところが基本、町全体で子

育てするというのが基本の高森町ですので、しっかりやっていきたいと思います。 

 その中で、児童養護施設、町営と分かりやすく言えばそういうお話ありました。今、

基本的な世の中の流れが、養護施設よりも里親制度等に移行してるところでもありま

す。しかしながら、今回町営の寮をつくるというところでこれから中身の仕組みをつ

くっていきますので、ぜひとも議会にも入っていただきまして、そして課題材料とし

てその中で検討していきたい。 

そして、例えば中学生でも高校生でも保護者さんが高森に通わせようかなといった

ときに、あそこは町が経営してる、町が元々持ってる寮があってこういうこと感じな

んだと。例えば、その中で生活が現状厳しいというその時の状況があられる御家庭の

方が、通わせたいというところが仮にあったとするなら、そういうところの相談が乗

れるような体制づくり、仕組みづくりをやっていきたいと思います。 

駅前開発事業に関しまして、草村タクシーの車庫に関してでございますが、出来れ

ば議員が直接言っていただくのが１番ベストかというふうに思っておるところでござ
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います。私も、やはり今回の高森駅再開発に関しては、特に昭和地区、町全体の方が

非常に期待なされておりますし、ひいてはこちらの役場側の色見まで、そして何とい

っても湧水トンネル側の南在・津留、そして全体ですね。そこに行きやすいアクセス

をどうやって作っていくか。できれば全部のところに大型バスですら回るような、も

しくはシニアカーでも行きやすいような、そういう仕組みづくりをこれからやってい

くところでございます。できるだけ見た目もそうでございますが、通行しやすい、来

やすい、行きやすい駅前周辺開発計画にしていきたいというふうに思います。 

企業版ふるさと納税に関しましては、令和６年までの時限立法制度ですので、役場

で出来る人材というのはやはりなかなか限られております。しかし、１番懸念される

のが、議員がおっしゃったところです。ですので、私もそこに入りまして、当然職員

でも担当も入りましてしっかり精査をしていきながら、当然お金を町は出しません。 

しかしながら、残ったときに施設がぐちゃぐちゃになったり、もしくはそれによっ

て町民の方がそこに乗っかっていって損をしたりなど、そういうことがないような事

業で企業版ふるさと納税が出来る。そして、できればそこで出来たものが阿蘇郡市全

体に広がって、そして阿蘇郡市から熊本、九州に広がって全国に広がっていったとき

に、そういえば始めたところは九州、熊本の阿蘇の高森というところだよと言われる

ような、そういう付加価値が付くような事業をしていきたいというふうに考えており

ます。以上です。 

○議長（後藤三治君）ほかに質疑はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（後藤三治君）質疑なしと認めます。 

お諮りします。本案は各常任委員会に付託したいと思います。御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（後藤三治君）異議なしと認めます。したがって、議案第２６号は各常任委員会に

付託することに決定しました。 

お諮りします。ちょっと長くなりましたので、休憩をとりたいと思います。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（後藤三治君）異議なしと認めます。４５分から再開したいと思います。 
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－－－－－－－〇－－－－－－－ 

休憩 午後２時３４分 

再開 午後２時４５分 

－－－－－－－〇－－－－－－－ 

○議長（後藤三治君）休憩前に引き続き会議を行います。 

－－－－－－－〇－－－－－－－ 

 日程第２３ 議案第２７号 令和３年度高森町国民健康保険特別会計予算について 

○議長（後藤三治君）日程第２３、議案第２７号、令和３年度高森町国民健康保険特別会

計予算について議題とします。本案について提案理由の説明を求めます。健康推進課

長、岩下雅広君。 

○健康推進課長（岩下雅広君）議案第２７号で御提案いたしました、令和３年度高森町国

民健康保険特別会計予算について御説明申し上げます。 

１ページをお開きください。歳入歳出予算の総額を、それぞれ１１億８９万４，０

００円としております。前年度と比較しますと、９６９万６，０００円少ない予算総

額となっております。 

５ページをお開きください。第２表債務負担行為につきましては、国民健康保険市

町村事務処理標準システム導入負担金について、期間と限度額を設定するものでござ

います。 

歳入の主なものについて御説明申し上げます。８ページをお開きください。第１款

第１項第１目一般被保険者国民健康保険税につきましては、総額で１億５，７１３万

円計上しております。前年度と比較いたしまして、４，１５７万１，０００円少なく

計上しております。県の標準保険料率の基礎となる所得総額等の試算値から算出した

賦課額に、予定収納率９４パーセントを乗じて予算計上しております。 

前年度予算は税率改正を見込んだ予算計上でしたが、令和３年度当初予算では、新

型コロナウイルス感染症対策による様々な自粛の影響で収入が減少することが予測さ

れますことから、令和３年度の税率については国民健康保険運営協議会の方で据え置

くこととする決定をしております。 

９ページをご覧ください。第５款第２項第５目国民健康保険調整交付金につきまし
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ては、国、県が主導して推進しております国民健康保険市町村事務処理標準システム

導入に係る交付金として、１，８６５万３，０００円を計上しております。令和３年

度から導入事業が開始されます。 

続きまして、歳出予算の主なものについて御説明申し上げます。１３ページをお開

きください。第１款第１項第１目一般管理費につきましては、国民健康保険事業運営

事務的経費のほか、国保市町村事務処理標準システム導入に係る経費を含めた４，４

９６万５，０００円を計上しております。 

１５ページをお開きください。第２款第１項第２目退職被保険者等療養給付費及び

第４目退職者被保険者等療養費につきましては、退職者医療制度は終了しております

が、今後過誤調整等での請求がある可能性がありますので予算を確保しております。 

１７ページをお開きください。第２款第６項第１目傷病手当金としまして、新型コ

ロナウイルスに感染した被保険者等に支給する手当金として１００万円を計上してお

ります。令和２年度においては該当ありませんでしたが、支給した場合は全額国によ

る財政支援措置となります。第３款国民健康保険事業費納付金における各目について

は、県が算出しております令和３年度納付金算定による金額でそれぞれ計上しており

ます。 

１８ページをお開きください。第６款第２項第１目特定健康診査等事業費の第１２

節委託料及び第１３節使用料及び賃借料に、全額国庫補助として実施いたします国保

ヘルスアップ事業について、補助限度額９００万円分を盛り込んで予算計上しており

ます。２０ページをお開きください。第１０款予備費につきましては、収支の調整を

行っております。 

以上、今回提案しております予算の主なものについてその概要を御説明いたしまし

たが、御審議いただき御了承賜りますようお願いいたしまして説明を終わります。 

○議長（後藤三治君）提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。質

疑はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（後藤三治君）質疑なしと認めます。 

お諮りします。本案は産業厚生常任委員会に付託したいと思います。御異議ありま
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せんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（後藤三治君）異議なしと認めます。したがって、議案第２７号は産業厚生常任委

員会に付託することに決定しました。 

－－－－－－－〇－－－－－－－ 

 日程第２４ 議案第２８号 令和３年度高森町後期高齢者医療特別会計予算について 

○議長（後藤三治君）日程第２４、議案第２８号、令和３年度高森町後期高齢者医療特別

会計予算について議題とします。本案について提案理由の説明を求めます。健康推進

課長、岩下雅広君。 

○健康推進課長（岩下雅広君）議案第２８号で御提案いたしました、令和３年度高森町後

期高齢者医療特別会計予算について御説明申し上げます。 

１ページをお開きください。歳入歳出予算の総額を、それぞれ１億１，４４９万２，

０００円としております。前年度と比較いたしまして、４３３万円の増加となってお

ります。 

歳入予算の主なものについて御説明申し上げます。６ページをお開きください。第

１款後期高齢者医療保険料につきましては、熊本県後期高齢者医療広域連合が試算し

ました保険料負担金額、６，４５８万９，０００円を計上しております。第３款第１

項第１目一般会計繰入金につきましては、事務費負担分、低所得者に係る保険税軽減

分として、３，５８５万１，０００円を計上しております。 

７ページをお開きください。第５款第４項第１目後期高齢者医療広域連合受託事業

収入については、広域連合会の受託を受け町が実施しております後期高齢者の健康診

査業務、口腔歯科健診業務、一体的な実施事業に係る経費を、総額で１，３３１万８，

０００円計上しております。 

続きまして、歳出予算の主なものについて御説明申し上げます。９ページをお開き

ください。第１款第１項第１目一般管理費につきましては、一体的事業実施に係る人

件費及び後期高齢者医療事業運営のための事務費等を、総額で１，０９３万６，００

０円計上しております。 

１０ページをお開きください。第２款後期高齢者広域連合納付金につきまして、広
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域連合が試算いたしました保険料負担金及び同じく提示のありました保険基盤安定負

担金の合計額で、９，８７５万５，０００円を計上しております。第３款保健事業費

につきましては、健康診査費用及びあんま、はりきゅうの施術助成金等を、総額で３

６６万２，０００円計上しております。 

以上、今回提案しております予算の主なものについてその概要を御説明いたしまし

たが、御審議をいただき御決定賜りますようお願いいたしまして説明を終わります。 

○議長（後藤三治君）提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。質

疑はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（後藤三治君）質疑なしと認めます。 

お諮りします。本案は産業厚生常任委員会に付託したいと思います。御異議ありま

せんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（後藤三治君）異議なしと認めます。したがって、議案第２８号は産業厚生常任委

員会に付託することに決定しました。 

－－－－－－－〇－－－－－－－ 

 日程第２５ 議案第２９号 令和３年度高森町介護保険特別会計予算について 

○議長（後藤三治君）日程第２５、議案第２９号、令和３年度高森町介護保険特別会計予

算について議題とします。本案について提案理由の説明を求めます。健康推進課長、

岩下雅広君。 

○健康推進課長（岩下雅広君）議案第２９号で提案いたしました、令和３年度高森町介護

保険特別会計予算につきまして、提案理由の説明を申し上げます。 

１ページをお開きください。歳入歳出予算の総額を、それぞれ１０億５，２０９万

９，０００円としております。前年度と比較しますと、２，４７１万９，０００円増

額となっております。 

歳入予算の主なものにつきまして御説明申し上げます。６ページをお開きください。 

第１款保険料につきましては、６５歳以上の第１号被保険者の保険料を１億８，７４

５万５，０００円計上しております。次に、第３款第１項国庫負担金として１億７，
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４０７万１，０００円を計上し、７ページにまたがりますが第２項国庫補助金といた

しまして、調整交付金や介護予防推進のための地域支援事業交付金等の総額で、１億

４５４万２，０００円を計上しております。それぞれ介護給付に伴う国の負担金、補

助金であります。 

第４款支払基金交付金を、総額で２億６，２５５万６，０００円計上しております。

これは、４０歳から６４歳の第２号被保険者の介護保険料に係る負担金で、社会保険

診療報酬支払基金から交付されるものです。第５款第１項県負担金を、１億３，５５

５万８，０００円計上しております。介護給付金に係る県負担金であります。 

８ページをお開きください。第６款第１項一般会計繰入金を、総額で１億７，６４

４万１，０００円計上しております。介護給付費地域支援事業費に係る法定繰入及び

事務費に係る繰入がございます。 

続きまして、歳出予算の主なものにつきまして御説明申し上げます。１０ページを

お開きください。第１款第１項総務管理費といたしまして、人件費をはじめ介護保険

事業運営のための一般的経費といたしまして、２，００７万３，０００円を計上して

おります。 

１１ページをご覧ください。第１款第３項介護認定審査会費につきましては、介護

認定調査等に係る費用１，０６３万５，０００円を計上しております。第２款第１項

介護サービス諸費といたしまして、８億５，３５６万円を計上しております。 

１２ページをお開きください。第２款第４項高額介護サービス費等を２，８４９万

円。続いて、１３ページの第６項特定入所者介護サービス等費を５，５８０万円計上

しております。この第２款保険給付費の総合計で９億５，４２７万円と、歳出予算総

額の約９割を占めております。 

第５款地域支援事業は、要介護、要支援状態となる前からの介護予防や要介護状態

になってからも介護サービス以外のサービスにより、自立した日常生活のための支援

事業関連で、第１項介護予防生活支援サービス費として１，５３３万３，０００円、

第２項一般介護予防事業費として５０４万４，０００円を計上しております。 

１４ページをお開きください。第５款第３項包括的支援事業費として、総額で２，

０６６万９，０００円を計上しております。地域包括支援センター運営や地域生活の
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支援等委託に係る経費でございます。最後に１５ページをご覧ください。第８款予備

費につきましては、収支の調整を行っております。 

以上、今回提案しております予算の主なものについてその概要を御説明いたしまし

たが、御審議の上御承認賜りますようお願いいたしまして説明を終わります。 

○議長（後藤三治君）提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。質

疑はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（後藤三治君）質疑なしと認めます。 

お諮りします。本案は産業厚生常任委員会に付託したいと思います。御異議ありま

せんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（後藤三治君）異議なしと認めます。したがって、議案第２９号は産業厚生常任委

員会に付託することに決定しました。 

－－－－－－－〇－－－－－－－ 

 日程第２６ 議案第３０号 令和３年度高森町簡易水道事業特別会計予算について 

○議長（後藤三治君）日程第２６、議案第３０号、令和３年度高森町簡易水道事業特別会

計予算について議題とします。本案について提案理由の説明を求めます。建設課長、 

荒牧久君。 

○建設課長（荒牧久君）議案第３０号で御提案いたしました、令和３年度高森町簡易水道

事業特別会計予算について御説明申し上げます。 

１ページをお開きください。令和３年度予算につきましては、歳入歳出予算の総額

をそれぞれ１億５，４３６万５，０００円とするものであります。 

４ページをお開きください。第２表地方債におきましては、城山２号送水ポンプの

修繕、芝原、市街地、村山各配水地の水位計の修繕と、アセットマネジメント策定資

産調査業務委託費の財源として、過疎債８５０万円、簡水債１，０３０万円を借り入

れの限度額をそれぞれ設定するものであります。 

次に、歳入の主なものについて御説明申し上げます。７ページをお開きください。 

第１款使用料及び手数料につきましては、水道使用料９，２９０万円を計上しており
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ます。第３款繰入金につきましては、地方債の定期償還分等に係る繰入金として、一

般会計から２，６９２万３，０００円を繰り入れるものであります。第４款財産収入

につきましては、基金運用利子として７２７万円、第５款繰越金につきましては８０

０万円をそれぞれ計上いたしました。８ページをお開きください。第７款地方債につ

きましては、第２表で御説明いたしました起債事業の財源として１，８８０万円を計

上しております。 

次に、歳出の主なものについて御説明申し上げます。９ページをご覧ください。第

１款水道費については、１２節委託料１，７６３万５，０００円を計上しております。 

主なものとしまして、歳入項目で申し上げました、アセットマネジメント策定資産調

査業務委託費８７５万４，０００円を計上しております。これは、国の指導による公

営企業会計への移行と、水道法改正に伴う施設の修繕及び更新の収支の見通しを作成、

公表するための調査業務委託でございます。１４節工事請負費では、歳入で申し上げ

ました城山２号送水ポンプと各配水地の水位計の修繕工事費、１，０３４万円を計上

しております。 

１０ページをお開きください。２６節公課費は、消費税５００万７，０００円を計

上しております。第２款公債費につきましては、起債の定期償還分として元利金５，

３５５万７，０００円を計上しております。また、４款予備費としまして３１８万４，

０００円を計上しております。 

以上、今回提案しております当初予算の主なものについてその概要を御説明いたし

ましたが、御審議いただき御決定賜りますようお願いいたしまして提案理由の説明と

いたします。 

○議長（後藤三治君）提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。質

疑はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（後藤三治君）質疑なしと認めます。 

お諮りします。本案は産業厚生常任委員会に付託したいと思います。御異議ありま

せんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 
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○議長（後藤三治君）異議なしと認めます。したがって、議案第３０号は産業厚生常任委

員会に付託することに決定しました。 

－－－－－－－〇－－－－－－－ 

 日程第２７ 議案第３１号 令和３年度高森町農業用水供給事業特別会計予算について 

○議長（後藤三治君）日程第２７、議案第３１号、令和３年度高森町農業用水供給事業特

別会計予算について議題とします。本案について提案理由の説明を求めます。建設課

長、荒牧久君。 

○建設課長（荒牧久君）議案第３１号で御提案いたしました、令和３年度高森町農業用水

供給事業特別会計予算について御説明申し上げます。 

１ページをお開きください。令和３年度予算につきましては、歳入歳出予算の総額

をそれぞれ１，８５７万５，０００円としております。 

歳入の主なものについて御説明申し上げます。６ページをお開きください。第１款

財産収入につきましては、基金運用利子１，３３９万９，０００円、第２款繰入金に

おいては基金繰入金１５０万円、第３款繰越金３６７万６，０００円それぞれ計上し

ております。 

次に、歳出について御説明申し上げます。７ページをお開きください。第１款農業

用水費につきましては、第１０節需用費におきまして、施設に係る電気料や維持補修

に要する修繕料等１，６１０万円を計上しております。他の節につきましては、経常

的な経費を計上しております。第２款予備費といたしまして、１００万円を計上して

おります。 

以上、今回提案しております当初予算の主なものについてその概要を御説明いたし

ましたが、御審議いただき御決定賜りますようお願い申し上げ提案理由の説明とさせ

ていただきます。 

○議長（後藤三治君）提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。質

疑はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（後藤三治君）質疑なしと認めます。 

お諮りします。本案は産業厚生常任委員会に付託したいと思います。御異議ありま
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せんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（後藤三治君）異議なしと認めます。したがって、議案第３１号は産業厚生常任委

員会に付託することに決定しました。 

－－－－－－－〇－－－－－－－ 

 日程第２８ 議案第３２号 令和３年度高森町鉄道経営対策事業基金特別会計予算につ 

              いて 

○議長（後藤三治君）日程第２８、議案第３２号、令和３年度高森町鉄道経営対策事業基

金特別会計予算について議題とします。本案について提案理由の説明を求めます。政

策推進課長、今吉輝子さん。 

○政策推進課長（今吉輝子さん）議案第３２号で提案いたしました、令和３年度高森町鉄

道経営対策事業基金特別会計予算につきまして、提案理由を説明申し上げます。 

１ページをお開きください。まず、第１条で歳入歳出予算の総額をそれぞれ４，８

１０万９，０００円としております。これは、令和２年度より３，０６４万円の増額

となっております。 

６ページをお開きください。歳入予算について御説明申し上げます。第１款財産収

入につきましては、自治体基金及び民間基金利息の合計９，０００円を計上しており

ます。また、第２款繰入金として基金繰入金と一般会計繰入金、合計４，８１０万円

を計上しております。 

続きまして、７ページ歳出予算につきまして御説明申し上げます。第１款事業費１

目鉄道経営対策事業費、１８節負担金補助及び交付金につきましては、鉄道軌道安全

輸送設備等整備補助事業として、主な内容といたしましてはＰＣ枕木更新などに４，

８１０万円を計上しております。２４節積立金につきましては、自治体基金及び民間

基金の利息合計９，０００円を計上しております。 

以上、今回御提案しております予算について御説明いたしましたが、御審議いただ

き御決定賜りますようお願いいたしまして説明を終わります。 

○議長（後藤三治君）提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。質

疑はありませんか。 
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［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（後藤三治君）質疑なしと認めます。 

お諮りします。本案は総務文教常任委員会に付託したいと思います。御異議ありま

せんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（後藤三治君）異議なしと認めます。したがって、議案第３２号は総務文教常任委

員会に付託することに決定しました。 

－－－－－－－〇－－－－－－－ 

 日程第２９ 休会の件について 

○議長（後藤三治君）日程第２９、休会の件について議題とします。 

お諮りします。３月１３日、１４日、１５日、１７日、１８日は休会としたいと思

います。御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（後藤三治君）異議なしと認めます。したがって、３月１３日、１４日、１５日、

１７日、１８日は休会とすることに決定しました。 

なお、各常任委員会が開かれますのでよろしくお願いいたします。 

－－－－－－－〇－－－－－－－ 

○議長（後藤三治君）以上で、本日の日程は全部終了しました。 

本日はこれで散会とします。お疲れさまでした。 

－－－－－－－〇－－－－－－－ 

散会 午後３時１５分 

 


